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第１章  趣旨 

 

市の行政を補完する役割を果たすために設立された外郭団体は、民間的手法を用いて公

共性・公益性が高い事業を柔軟かつ効果的に行うことにより、地域において市民の暮らし

を支える重要な役割を担い、地域活性化や市民サービスの向上に寄与してきました。 

こうした中、外郭団体が、新たに生じた経営課題にも対応しながら、より自主性を持っ

て安定的・持続的に運営していくことができるよう継続して経営改善に取り組むとともに、

更なる機能の充実や市と外郭団体との連携強化を図ることによって、今後も外郭団体が存

在感を発揮し、公益的使命を果たしていくことができるよう改革を更に推進するため、令

和３年４月に「相模原市外郭団体改革推進計画」（以下「本計画」という。）を策定しまし

た。 

本計画は、令和３年度から令和９年度までを計画期間とし、令和３年度から令和５年度

を前期、令和６年度から令和９年度を後期として計画の推進を図ることとしていますが、

社会経済情勢の変化や本格的な人口減少社会を迎え、相模原市の行財政を取り巻く状況が

厳しさを増す中で、外郭団体には実効性のある経営改革を断行し、より効率的で自立した

経営の実現に向けて取り組むとともに、社会経済情勢の変化に伴う市民ニーズの変化に的

確に対応していくため、団体の意義や役割から改めて見直し、必要に応じて団体の形態を

含め現状維持にとどまることなく、既成概念にとらわれない柔軟な発想で、地域活性化や

市民サービスの向上に向け、一層、積極的な役割を果たすことが求められています。 

このため、前期の取組や令和５年３月に本市の附属機関である相模原市外郭団体経営検

討委員会（以下「外郭団体経営検討委員会」という。）から出された「相模原市外郭団体

改革推進計画の後期における各団体の改革の方向性に関する建議書」（以下「建議書」と

いう。）を踏まえ、令和６年度からの後期に向けた改革の方向性や取組を示すため、本計

画の中間見直しを行うものです。 
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第２章  対象団体 

 

１  定義 

一般的に外郭団体を定義する法律上の規定はなく、自治体によってその定義は異なり

ますが、「第三セクター等の経営健全化等に関する指針（平成２６年８月５日総務省通

知）」においては、地方公共団体が、出資又は出捐（原則として２５％以上）を行ってい

る法人、損失補償等の財政援助を行っている法人その他経営に実質的に主導的な立場を

確保していると認められる法人等を対象団体としていることなどから、本市では、次の

基準により、現在１２法人を外郭団体としています。 

２  対象団体・・・１２法人 

（１）市の出資率が４分の１以上の法人（国又は他の地方公共団体と共同出資した法人で

あって、その出資率が本市の出資率以上である法人を除く。） 

（２）市の行政を補完する役割を担う法人として市が継続的に人的又は財政的支援を行う

必要があると認めた法人であって、市長が特に指定するもの 

 

区分 出資率 法 人 名 市出資率(％) 

（１） 

５０％以上 

公益財団法人相模原市まち・みどり公社 ９７．８ 

公益財団法人相模原市民文化財団 １００．０ 

社会福祉法人相模原市社会福祉事業団 １００．０ 

２５％以上 

５０％未満 

公益財団法人相模原市健康福祉財団 ４９．７ 

株式会社さがみはら産業創造センター ４７．４ 

公益財団法人相模原市スポーツ協会 ４３．７ 

公益財団法人相模原市勤労者福祉サービスセンター ４０．０ 

公益財団法人相模原市産業振興財団 ４０．０ 

（２） 出資なし 

社会福祉法人相模原市社会福祉協議会 

公益社団法人相模原市シルバー人材センター 

公益社団法人相模原市防災協会 

公益社団法人相模原市観光協会 
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第３章  これまでの改革の取組と課題 

 

１ 外郭団体改革の経緯 

本市では、外郭団体の主体性や自立性に配慮しつつ、市が統一的な視点から適切に指

導・支援するために、平成１４年度に「公益法人等に対する指導、支援に関する基本指

針」を策定し、その活性化に取り組み、平成１６年度には、経営評価システムを導入し、

団体の事業成果や経営の健全性、効率性について定期的に把握・評価を行ってきました。 

また、外郭団体の経営が悪化した場合は、地方公共団体の財政に深刻な影響を及ぼす

ことが懸念されることから、国においても在り方について検討が進められ、平成２１年

度には地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）が全面的

に施行され、地方公共団体に対して「第三セクター等の抜本的改革」を推進することが求

められました。 

こうした流れを受け、平成２３年度に、外郭団体経営検討委員会の提言を踏まえ、外郭

団体の抜本的な改革の方向性を示した「相模原市外郭団体に係る改革プラン」（以下「外

郭団体改革プラン」という。）を策定し、継続的に外郭団体の効率化及び経営改善に取り

組んできたほか、外郭団体改革プランの趣旨を引き継ぎ、改革を更に推進するため、令和

3年４月に本計画を策定しました。 

 

２ 外郭団体改革プラン及び本計画の前期の取組 

平成２３年度から令和元年度までの９年間を取組期間とする外郭団体改革プランや本

計画では、市が外郭団体への出資者あるいは財政的支援者としての責務から行う指導の

視点や関与の方針を定め、外郭団体が自主性、自立性を発揮し、中長期的視点に立った適

正かつ円滑な運営がなされるよう促してきました。主な取組は次のとおりです。 

（１）外郭団体の統廃合 

各外郭団体について必要性や在り方を見直し、需要の減少が見込まれ、独立した団体

として運営を継続することが困難な団体や、類似機能を持つ団体の廃止及び統合を実

施しました。 

■統廃合の実施状況 

平成２５年３月 社団法人相模原市畜産振興協会が解散 

外郭団体改革プラ

ンの取組 平成２６年４月 

公益財団法人相模原市都市整備公社が公益財団

法人相模原市みどりの協会と合併し、公益財団

法人相模原市まち・みどり公社に改称 

令和３年１１月 相模原市土地開発公社が解散 本計画の取組 

 

（２）市派遣職員の引揚げ【外郭団体改革プランの取組】 

外郭団体の自主性、自立性をより一層進める観点から、外郭団体へ派遣している市派

遣職員を段階的に引き揚げ、平成２７年３月３１日をもって全ての市派遣職員の引揚

げを完了しました。 
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■団体へ派遣した市職員の人数の推移 

年度 年度当初の市派遣職員の人数 年度末に引き揚げた人数 

平成２３年度 ２０ ６ 

平成２４年度 １４ １３ 

平成２５年度 １ ０ 

平成２６年度 １ １ 

平成２７年度 ０  

 

（３）役員等への民間人材の積極的な登用【本計画の取組】 

外郭団体の役員又は評議員（以下「役員等」という。）の登用及び職員の採用に当た

っては、専門的な知識や優れた経営感覚等を有する人材の確保と育成が重要であり、公

募を含む積極的な民間人材の登用、外郭団体職員の育成を進める必要があります。 

このため、市と外郭団体との連携の強化に配慮しつつ、市と調整を行いながら外郭団

体自らの積極的な取組により、団体の事業や経営に優れた知見を有する民間人材の役

員等への登用が進み、自立化が図られました。 

■理事長等、常勤理事等及び事務局長（以下「理事長等」という。）における 

民間人材の登用人数 

年度 理事長等の人数 うち民間人材の登用人数 

令和２年度 ３７ １４ 

令和３年度 ３６ １６ 

令和４年度 ３５ １８ 

令和５年度 ３６ １８ 

 

（４）委託事業の見直し 【外郭団体改革プランの取組】【本計画の取組】 

市から外郭団体に一者随意契約（２者以上から見積書を徴取しない随意契約をいう。

以下同じ。）により委託している業務について、毎年度の経営評価で点検を行い、再委

託率が高いなど、一者随意契約の妥当性が低い業務について見直しを行い、適正化を進

めました。 

（５）補助金の見直し 

外郭団体へ交付する補助金については、「公益性」について厳格な審査を行うととも

に、外郭団体の管理運営に係る経費に対して交付される管理費補助金の抑制に向けて

取り組みました。 

ア 外郭団体改革プランの取組 

令和元年度は、外郭団体改革プラン策定前の平成２２年度と比較し、管理費補助

金を交付していない３団体（令和３年１１月に解散した相模原市土地開発公社を含

む。）を除く１０団体のうち８団体で、管理費補助金の交付額が減少しました。（※

平成２２年度以降に外郭団体となった１団体については、外郭団体となった年度と

の比較） 
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事業費補助金を含む補助金交付総額は１３団体（令和３年１１月に解散した相模原

市土地開発公社を含む。）中、８団体で抑制が図られました。 

イ 本計画の取組 

令和４年度は、本計画策定前の令和２年度と比較し、管理費補助金を交付してい

ない２団体を除く１０団体のうち６団体で、管理費補助金の交付額が減少しました。 

このうち、公益財団法人相模原市まち・みどり公社は令和３年度に管理費補助金

を廃止しました。 

事業費補助金を含む補助金交付総額は、補助金を交付していない１団体を除く１

１団体中、７団体で総額の抑制が図られました。 

（６）公益認定の取得 【外郭団体改革プランの取組】 

平成２０年１２月１日に一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成１８年

法律第４８号）、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律（平成１８年法

律第４９号）及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び

公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平

成１８年法律第５０号）が施行され、新たな公益法人制度がスタートしたことにより、

同法による改正前の民法（明治２９年法律第８９号）第３４条の規定により設立された

社団法人又は財団法人は特例民法法人に位置付けられ、公益社団法人若しくは公益財

団法人への認定又は一般社団法人若しくは一般財団法人への認可を受けることが求め

られました。 

本市の外郭団体については、高い公共性・公益性や市の行政を補完する役割を求めら

れていることから、平成２５年１１月３０日までに公益社団法人又は公益財団法人の

認可を受けられなかった外郭団体は、管理運営に係る経費の補助の対象外とし、公益認

定の取得を勧奨しました。その結果、外郭団体改革プランの取組開始時点で特例民法法

人であった６団体のうち、解散した１団体を除く５団体全てが公益認定の取得に至り

ました。 

  また、公益社団法人相模原市観光協会については、一般社団法人として平成２５年

３月に設立されており、特例民法法人には該当しませんが、令和３年４月に公益認定

を取得しています。 

 

３ 今後の課題 

このように、外郭団体の改革に取り組んできましたが、民間事業者との競争激化や賃

金の上昇、人手不足、物価高騰やＤＸの推進、情報セキュリティリスクへの対応など新た

な経営課題も浮上する中で、社会経済情勢の変化に伴う市民ニーズの変化に的確に対応

するための外郭団体の役割や機能、在り方の見直しとともに、健全経営や自立化の促進、

補助金の適正化など各団体において経営改革のための更なる取組が必要な状況になって

います。 

また、健全な経営を行っている外郭団体と市が連携を深めることは、市の事業に民間

の資金やノウハウを活用する有力な手段のひとつとなることから、外郭団体の更なる機

能の充実やこれまで以上に市と外郭団体との連携強化を図る必要があります。 
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第４章 取組期間 

 

外郭団体の改革にあっては、中長期的視点に立った適正な運営を促す必要があることや、

本市の総合計画の計画期間を踏まえ、令和３年度から令和９年度まで（７年間）を取組期

間としていますが、令和６年度以降は令和５年度に行った中間見直し後の内容で本計画の

推進を図ります。 
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第５章  取組方針 

 

１ 市が外郭団体に求める機能 

市は、高い公共性・公益性が期待される外郭団体に対して、次に掲げる機能を求めるこ

ととします。 

（１）行政支援機能 

市が施策等を企画・立案するに際し、専門的ノウハウを生かすとともに、関連した提

案・助言を行うなどの「行政支援機能」 

（２）機動力機能 

公共性・公益性と企業性を併せ持つ外郭団体の性質を生かし、経済状況の変化や制度・

規制の変化に、柔軟かつ迅速に対応を行う「機動力機能」 

（３）コーディネーター機能 

市民、地域団体、民間企業及び行政が協働で行う事業を推進する際の「コーディネータ

ー機能」 

（４）行政の補完機能 

市が施策を推進するに当たり、施策を補完する事業の実施や、民間企業、非営利法人

（ＮＰＯ法人など）との協働、民間企業等に委ねることが難しい特殊な事業や非定型な

事業、市場性の薄い事業の実施などの「行政の補完機能」 

 

２  取組に当たっての基本的な考え方 

（１）外郭団体としての意義及び使命の再検証 

社会経済情勢の変化に伴い市民ニーズも変化することから、市は、現在における外郭

団体としての意義は何なのか、市民ニーズに応えるためにはどのような使命をもって取

り組む必要があるのかを再検証し、役割や機能を見直すものとします。 

再検証した結果、設立目的が既に達成され、又は他の民間事業者で類似するサービス

を提供することが可能である場合は、外郭団体としての意義や必要性が薄れていると言

えることから、統合又は廃止、役割・機能の再整理等を検討することとします。 

また、更なる事業推進を図るために必要がある場合には、役割や機能を再整理した上

で、統合等を含めた効率的かつ効果的な事業推進体制を検討することとします。 

（２）外郭団体の経営効率化・健全経営の推進 

外郭団体に対して市が行っている出資や補助金などの財政的関与の原資は市民の税金

であり、市は、財政的関与に用いた税金が効率的・効果的に使われ、損なわれることがな

いよう努める責務があるため、外郭団体の現在の財務状況及び将来的な財務状況の見通

し、事業の成果等を精査し、非効率的な経営や財務状況の悪化が見受けられる場合は、早

急に経営改善に取り組み、外郭団体の経営効率化及び健全経営を推進することとします。 

（３）外郭団体との連携の強化 

市は、これまでも外郭団体と連携することで、外郭団体の専門性や機動力を生かし、社

会経済情勢の変化や多様化する市民ニーズに弾力的に対応してきたところですが、今後、

本格的な人口減少社会を迎え、市の財政状況が厳しさを増す中においても、行政需要に
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対応していくためには、外郭団体と連携を深めていくことが不可欠です。 

このため、市は外郭団体に求めることの整理を行うとともに、外郭団体との連携を深

め、外郭団体においては主体的に外郭団体としての機能強化を図ることで、市の施策と

外郭団体の事業の連動性を高め、更なる市民サービスの向上と地域活性化に取り組むこ

ととします。 

 

３ 指導の視点 

市は、外郭団体に対して出資や継続的に支援を行う者としての責務があることから、

外郭団体の自主性、自立性に十分に配慮した上で、次の事項に留意し、外郭団体の実情に

応じて適切な指導を行うこととします。 

（１）自主的、効率的な財政運営 

外郭団体は、民間的経営手法によって、より効率的で柔軟な発想に基づき公共性・公益

性が高い事業を実施することが期待されているため、寄附金の募集や収益事業を積極的

に実施（公益法人にあっては、公益目的事業比率が５０％を下回らない範囲で実施）をす

るなど、自主財源の確保に努め、獲得した利益を公益目的事業の充実や管理運営費に活

用することで、自立化の促進及び経営安定化を図ることとします。 

（２）事務事業の見直し 

ア 実施している事業について不断の見直しを行い、社会経済情勢の変化によりニー

ズが減少しているもの、実効性が薄いもの、他の民間企業や非営利法人で代替が可能

なものなど、外郭団体が実施する必要性が乏しい事業は廃止します。 

イ 事業の実施手法について見直しを行い、可能な限りコストの抑制を図るとともに、

サービスの質や生産性の向上に取り組みます。 

ウ 総務管理事務について効率的な実施手法を検討し、可能な限りコストの抑制を図

ります。 

エ 新型コロナウイルス感染症の影響による生活様式の変化等に対応するための事業

の見直しを行います。 

（３）専門性の向上と特徴ある事業の実施 

ア 外郭団体は、専門性と機動力を生かして、公共性・公益性が高い事業を、市が直接

実施するよりも効率的・効果的に行うことが期待されていることから、専門性の向上

及びノウハウの蓄積に努め、先進的な手法を取り入れながら事業を展開します。 

イ 公共サービスにおける民間活力の活用が進み、公共部門へ参入する民間事業者が

増え、競争が激化する状況下においても外郭団体が存在感を発揮し続けることがで

きるよう、公共性・公益性を保ち、質の高いサービスを提供するとともに、特徴ある

事業を実施し、独自性を高めます。 

（４）人材の育成・確保 

ア 外郭団体は、市から独立した事業主体として自らの責任で事業を遂行する法人で

あり、外郭団体の経営責任は経営者に帰属することを常に意識することとします。 

イ 専門研修や派遣研修を充実させ、職員の資質及び業務遂行能力の向上を図るとと

もに、経営感覚の養成や将来的に求められる能力の開発といった長期的な視点に基
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づく研修や教育も計画的に実施します。 

ウ 職員、役員の採用に当たっては、専門的な知識や優れた経営感覚等を有する人材の

確保が重要であり、公募等により民間企業経験者の登用を推進するなど、専門性のあ

る多様な人材の積極的な確保に努めます。 

（５）組織、人員体制の効率化 

ア 人員配置の適正化、組織の簡素化により意思決定の迅速化を図り、効率的で機動力

のある組織運営を行います。 

イ 職員の給与については、業務内容、経営状況等を踏まえ、各外郭団体で独自の給与

体系を整備するとともに、適正な成果主義、能力主義等に基づく評価制度の導入を進

めます。 

ウ 業務内容に応じた柔軟な雇用形態（正規職員、嘱託職員、非常勤職員等）、勤務形

態（フレックス勤務、シフト制、テレワーク等）を取り入れるとともに、多様な働き

方ができる環境を整備することで、幅広い人材の活用やワーク・ライフ・バランスの

推進による生産性向上に取り組みます。 

エ 職員の雇用形態に応じた職務分担を明確化するとともに、評価制度と連動した指

導・育成や処遇体制の構築によって、職員のモチベーションの維持・向上を図ります。 

（６）増加する人件費への対応 

人手不足の影響や最低賃金の上昇、同一労働同一賃金の導入等に伴い、今後も賃金の

増加や雇用形態の違いによる退職金などの待遇格差の是正等によって、人件費の増加が

見込まれることから、自主財源確保策の拡充や業務改善、生産性向上による支出の抑制

等に計画的に取り組みます。 

（７）情報発信力の強化と情報公開の推進 

ア 外郭団体の事業活動等に係る情報については、市民が求めている情報の把握・発信

に努めるとともに、日頃の活動成果も含め、情報紙の発行やホームページ、ＳＮＳ等

の活用、施設見学の実施など、ターゲット層に応じた効果的な発信を行うとともに、

徹底した情報公開により団体の役割等を示し、市民の理解と信頼を得られるよう取

り組みます。 

イ 外郭団体の事業活動、財務等に関する資料と併せ、職員数や職員の給与に関する情

報についても、主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するとともに、ホームペー

ジ等により積極的に公開することが望まれます。また、不祥事が発生した際には速や

かな公表を行い、再発防止に努めます。 

（８）個人情報の保護 

平成２７年に個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）が改正され、平

成２９年に施行されたことにより、保有している個人情報が５,０００人以下の小規模取

扱事業者も同法の適用対象となりました。個人情報を取り扱う場合は、同法を遵守し、個

人情報保護に万全を期します。 
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（９）ガバナンス体制（内部統制）の強化 

ア 外郭団体の持続的な成長と社会的信頼性の確保のため、監督体制の構築、経営の透

明性・健全性の確保、コンプライアンスの推進、公益通報者保護法（平成１６年法律

第１２２号）に基づく通報窓口の整備など、ガバナンスの強化を図ります。 

イ 監事職を２名以上置いている場合、そのうち１名については会計、経理の経験者や

公認会計士、税理士等の会計に通じた人を充てることが望ましいものとします。 

ウ 法令で会計監査人による監査を受けることが義務付けられていない団体について

も積極的に外部監査を活用し、財務会計事務の信頼性の向上に努めます。 

（10）業務継続計画（ＢＣＰ）の策定 

公共性・公益性の高い事業を行っている外郭団体の中には、自然災害、大火災、テロな

どの緊急事態が発生した場合においても損害を最小限にとどめ、重要業務を継続、又は

早期に復旧することが必要な団体もあるため、緊急事態においても継続すべき業務があ

る場合は、被害想定や業務の優先順位、人員の配置案などをあらかじめ検討し、業務継続

計画を策定します。 

（11）施設の長寿命化 

保有する施設について、老朽化の状況などを見据え、計画的に予防保全対策を行い、施

設の長寿命化を図ることで、中長期的な経費の節減と財政支出の平準化を図ります。 

（12）ＤＸの推進と情報セキュリティの強化 

ア 市民の利便性や生産性の向上を図るため、ＲＰＡ（ロボティック・プロセス・オー

トメーション）やＡＩ（人工知能）を積極的に導入するなど、ＤＸの推進を図ります。 

イ 不正アクセスなど、サイバー攻撃のリスクが深刻化していることから、情報セキュ

リティポリシーの策定や職員に対する研修を行い、情報セキュリティの確保に万全

を期します。 

（13）外郭団体間の連携強化 

ア 合同研修の開催や研修の相互受講、専門性を生かした事業の共同実施など、団体間

の連携を強化します。 

イ 職員を相互派遣するなど、外郭団体間の人事交流を積極的に行い、職員の資質向上

及び組織の活性化を図ります。 

 

４ 関与の方針 

外郭団体は独立した事業主体であることから、外郭団体の自主性や経営努力の意欲が

損なわれないよう配慮しつつ、適切な関与や支援を行います。 

（１）財政的関与 

外郭団体は独立した事業主体として、公共性・公益性が高い事業を行う団体です。その

経営は、原則として外郭団体の自助努力により行われるべきですが、外郭団体の性質上、

効率的かつ効果的な経営を行っても、外郭団体の経営に伴う収入のみをもって充てるこ

とが客観的に困難と認められる経費については、市が補助等の支援を行うこともやむを

得ません。しかし、市が支援を行う場合にあっても、支援規模の適正化を図り、漫然と補

助等を継続することがないよう、特に留意することが重要であるため、市による団体へ
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の財政的関与については、次の基準により行うものとします。 

ア 市が外郭団体に対して交付する補助金は、外郭団体の財務・資産状況を勘案し、補

助の必要性及び補助金額の妥当性を十分に検証して、不足分を補えるだけの必要最

小限度にとどめます。 

イ 正規職員及び嘱託職員の給与等に対する補助は、事業に係る経費か団体の管理運

営に係る経費か、適切に判断した上で補助を行うとともに、管理運営に係る経費の補

助は極力抑制して外郭団体の自立化を進めます。 

ウ 事業費に対して補助をする場合は、事業の公益性について厳格に審査するととも

に、公益目的事業や社会福祉事業以外には補助金は交付しません。 

エ 公益法人及び社会福祉法人以外の団体の管理運営に係る経費は、原則として補助

の対象としません。 

オ 市が事務事業の選択と集中の取組を進める中で、他の民間事業者で代替が不可能

であり、各外郭団体が保有する経営資源を用いることで、市が直接事業を実施するよ

りも効率的・効果的なサービスの提供等が図れる場合は、外郭団体への委託を積極的

に検討します。 

カ 外郭団体に対する債務保証は行いません。損失補償については、原則として行いま

せんが、やむを得ず行う場合は、その内容や必要性、返済の見込みとその確実性、最

終的なリスク負担をあらかじめ明らかにし、必要最小限度とします。なお、法人に対

する政府の財政援助の制限に関する法律（昭和２１年法律第２４号）第３条の規定に

抵触しないよう留意することとします。 

キ 貸付金の支出については、原則として行いません。やむを得ず行う場合は、損失補

償と同様に必要最小限度にとどめるとともに、市場の貸付金利や預金金利等を勘案

し、適切な利息を徴収します。 

ク 恒常的な短期貸付（同一年度に貸付と返済の双方が行われる貸付）を行っている場

合は、制度の趣旨に鑑み、段階的な貸付額の縮減などによって解消に向けて取り組み

ます。特に、市の出納整理期間における返済を恒常的に行っている短期貸付は、予算

単年度主義の原則にも反することから、速やかに見直しを図ります。 

ケ 外郭団体の経営が悪化した場合は、市としても速やかに抜本的改革を含む経営健

全化に取り組む必要があることから、団体の状況の把握・分析を行い、経営健全化に

向けた具体的な方針を定め、必要に応じて公表します。 

（２）人的関与 

役員等の登用及び職員の採用に当たっては、限りある人的資源で効果的、効率的な事

業実施を行うために、専門的な知識や優れた経営感覚等を有する人材の確保と育成が重

要であり、公募を含む積極的な民間人材の登用、外郭団体職員の育成を進める必要があ

ることから、市による外郭団体への人的関与については、次の基準により行うものとし

ます。 

ア 市の常勤の特別職の職員の外郭団体の役員への就任は、原則として行いません。 

イ 市職員の外郭団体の役員等への就任は、市が出資者として外郭団体の設立に関与

しており、健全な経営体制の構築に向けて主体的な役割を果たさなければならない
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ことや、今後も市としての責務を明確にする必要があることから、これを行わないこ

ととはしません。ただし、外郭団体の自主性、公共性・公益性を十分に確保するため、

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第５条第１１号の規定に鑑 

み、市職員の理事職への就任割合は、３分の１を超えないものとします。 

ウ 市職員の外郭団体の監事職への就任は、適切なガバナンスを確保し、自主的・自立

的経営を一層促進するため、原則として行いません。 

エ 外郭団体の理事長等については、民間人材の登用が進んでいますが、今後も役員等

を登用する場合は、外郭団体の事業や経営に関する知見を有する人材を公募等によ

り広く募集するよう促すものとし、市職員であった者の役員等としての登用又は職

員としての採用について、市からの働きかけは行いません。なお、ここでいう「市職

員であった者」は、市を離職した時点で所属長以上の職又は常勤の特別職に就いてお

り、外郭団体の役員等に最初に就任した時点で市を離職してから２年を経過してい

ない者とします。 

オ 外郭団体が職員を新たに採用する際は、事前に市と協議を行うこととします。 

（３）関与の見直し 

外郭団体としての存続の必要性はあるが、自立的経営が可能な団体については、市の

財政的・人的関与の廃止や、他の出資等を募り市の出資比率を下げるなど、市の関与の度

合いを低減し、自立化を促進します。 

（４）市と外郭団体との契約等 

ア 「随意契約適正執行のための指針」（平成２２年４月１日施行）に則し、市が外郭

団体を委託業務等の受託者又は公の施設の管理者とする場合には、原則として競争

によることとし、やむを得ず例外的に一者随意契約を行った場合には、その理由を公

表することとします。 

イ 市から外郭団体への委託事業において、再委託率が高い業務がある場合は、市は、

再委託業者への業務の直接発注に努めます。また、一者随意契約している委託事業の

再委託率が高い場合は、市は、契約方法の見直しを行います。 

ウ 外郭団体が市から委託された業務の一部を再委託する場合には、事前に再委託を

行う必要性、業務の範囲、金額、相手方等について、書面により提出を求めます。 

 

５ 外郭団体の在り方、必要性等の検証と見直し 

外郭団体の在り方や必要性、使命等を常に確認・検証し、その結果に応じて必要な見直

しや再整理を行うことで、適切な体制の構築に努めます。 

（１）在り方等の検証 

市民サービスの向上を図るとともに、経営基盤の強化、社会経済情勢の変化に伴う市

民ニーズへの対応等の観点から、外郭団体の在り方について次の基準により毎年検証を

行うこととします。 

ア 設立目的が達成され役割を終えていないか又は設立意義が薄れていないか。 

イ 事業の必要性が低下していないか又は著しい減少が見込まれないか。 

ウ 小規模で経営基盤がぜい弱になっていないか。 
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エ 類似の機能を持つ外郭団体はないか。 

オ 業務の大部分について、民間企業等による実施が可能であり、残存業務では独立し

た外郭団体として存続が困難でないか。 

（２）外郭団体の統廃合及び役割の再整理 

在り方等の検証を行った結果、外郭団体としての意義や必要性が薄れている場合にあ

っては、外郭団体の統合又は廃止、役割の再整理等の検討を進めることとします。 

また、更なる事業推進を図るために必要がある場合には、役割や機能を再整理した上

で、統合等を含めた効率的・効果的な事業推進体制を検討することとします。 

 

６ 経営状況の分析と中長期的な経営計画の策定 

外郭団体が将来にわたって安定的に存続し、公益的な使命を果たしていくことができ

るよう、外郭団体が自らの経営状況について毎年度分析し、現在及び将来予想される課

題を明らかにした上で、中長期的な視点に立って経営を行う必要があることから、外郭

団体に対して次のとおり経営計画の策定とその進行管理を求めます。 

（１）中長期的な経営計画の策定 

外郭団体の経営状況について外郭団体自らが毎年度分析を行うとともに、社会経済情

勢の動向等を的確に捉えた上で、外郭団体のミッション（使命・役割）及びビジョン（外

郭団体の将来あるべき姿）を描いた中長期的な経営計画を各外郭団体において策定しま

す。 

（２）具体的な指標の設定 

経営計画を策定する際には、外郭団体のミッション及びビジョンを達成するためにど

のようなステップが必要かを逆算し、数値目標を設定するなど、具体的な指標を定めま

す。 

（３）経営計画の進行管理 

定期的に経営状況、事務事業の評価を行い、経営計画の進行管理を行います。 

なお、経営計画と実績に乖離が出た場合や、将来における経営の悪化、健全性の喪失等

が判明した場合には、必要な措置を講じるとともに、速やかに経営計画の見直しを図り、

経営の健全化に取り組むものとします。 

（４）経営計画の公開 

経営計画の内容、実績、進捗状況は、ホームページ等を活用して公開します。 

 

７ 外郭団体の設立 

外郭団体の設立については、市と民間事業者との役割分担を明確にした上で、既存の

外郭団体での対応の可能性を検討し慎重に判断します。 

（１）新規設立の抑制 

新規の外郭団体の設立は、原則として行いません。なお、やむを得ない事由により、新

設を要する場合は（２）に掲げる事項に留意します。 

（２）新規設立に関する留意事項 

外郭団体の設立に当たっては、事前に次の事項について、外郭団体経営検討委員会の
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意見を聴いた上で、設立の是非を決定することとします。 

ア 新設しようとする外郭団体について、市が求める機能及び市民サービス向上が図

られる事項が明確化されていること。 

イ 外郭団体が事業を担うことで、市が直接実施するより高い事業効果を見込めるこ

と。 

ウ 民間企業や非営利法人の活用の可能性がないこと又は活用の可能性がある場合に

おいても費用対効果、施策推進効果等について外郭団体が優れていること。 

エ 既存の外郭団体では当該業務を担うことができないこと。 

 

８ 外郭団体との連携の強化 

健全な経営が行われている外郭団体は、市の施策を進めるに当たり、民間の資金やノ

ウハウを活用するための有力なパートナーとなり得ます。このため、市は、より効率的・

効果的な業務の執行に向けて、外郭団体が適切な経営を行っていることを前提に、本計

画に定める事項に十分留意しながら、外郭団体が有する長所を踏まえ、これまで以上に

連携を強化することが望まれます。 

（１）外郭団体の潜在能力を生かした事業実施 

外郭団体には、長年にわたって現場で蓄積した知識と技術があります。そういったノ

ウハウを持つ外郭団体は、知識と技術を常に更新しながら、市の政策立案等についても、

市と共に担うことのできる可能性を持っています。受託業務を粛々と実施するだけでな

く、市と外郭団体が、外郭団体の専門性や戦略性をこれまで以上に意識し、外郭団体の潜

在能力を最大限発揮できるよう互いに連携しながら、社会経済情勢や市民ニーズの変化

を的確に捉えた政策や事業の企画立案、実施等に当たる必要があります。 

（２）外郭団体の育成と連携強化 

今後、本格的な人口減少社会を迎え、行政のみならず、民間事業者においても優秀な人

材を安定的に確保することが困難になっていくことが想定されます。また、市の施策に

は、民間企業等による比較的短期の利益追求にそぐわない中長期的かつ非定型な事業等

が存在するなど、民間事業者の活用にも限界はあります。 

市は、競争原理を働かせ、民間事業者との公民連携を推進しつつも、市の施策の安定的

な担い手として、現場の事業に精通する実務のパートナーとして、これまで以上に外郭

団体の育成を進め、連携を強化し、効率的かつ効果的なサービス提供等が図れる場合に

は外郭団体への委託事業を積極的に検討するなど、団体の機能・能力を生かすことで、民

間事業者では果たせない役割を外郭団体と共に果たしていく必要があります。 
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【公民の活動領域を踏まえた外郭団体との連携イメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９  指導、支援及び評価の仕組み 

本計画に基づく外郭団体の指導、支援及び評価は、外郭団体が自ら行う評価（第一次評

価）、当該外郭団体の指導、支援を行っている市の所管課による評価（第二次評価）及び

外部組織が行う評価（第三次評価）からなる経営評価システム等を活用して行います。 

経営評価システムに基づく評価については、いずれも各外郭団体の経営理念又は経営

方針、外郭団体が定める中・長期経営計画の進捗状況、経営成績・財務状況等に着目して

行います。 

（１）経営評価システムの流れ 

ア 第一次評価 

外郭団体が自ら毎年度評価を行います。 

外郭団体にあっては、効率的な法人運営に努めるほか、本計画の確実な実施が求

められることから、市との密接な連携を保ちながら、経営評価システム等を活用し、

健全な運営に努めるものとします。 

イ 第二次評価 

外郭団体の指導、出資者又は財政支援者である市の所管課が毎年度評価を行いま

す。 

外郭団体が行った第一次評価を踏まえ、所管団体に対する現状認識及び指導・支

援の方針等に基づき、外郭団体の事業及び財務状況を点検し、その事業の成果、経

営の健全性、効率性等を評価することで、外郭団体の経営改善を進めるとともに、

効率的な事業展開の促進を図ることとします。 

ウ 第三次評価 

外郭団体の経営評価を第三者の視点で、専門的な観点から実施するために、外部

委員で構成する外郭団体経営検討委員会が年度ごとに団体を選定し、評価を行いま

高度な専門性を要し、又は
採算性が低く、民間事業者
の参入が難しい領域は外
郭団体の機能・能力を積極
的に生かします。 

民間事業者の参入が見込まれる
領域は、対等な競争を行うこと
とします。また、外郭団体がコ
ーディネーター的に事業へ関わ
ることで民間の担い手の育成に
も取り組みます。 

行政の活動領域 

外郭団体の活動領域 

民間の活動領域 
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す。 

経営監理課が取りまとめる外郭団体全般の状況に基づき、外郭団体経営検討委員

会が点検・評価を実施するとともに、外郭団体等にヒアリングを行うなどして、個

別具体的な取組項目の評価を行います。 

エ 評価結果に基づく改善の実施 

評価結果に基づき、目標や指標の達成に向けて、より有効な手法や達成の障害と

なる課題への対応策等を検討し、取組の内容を改善します。 

（２）指標の設定 

ア 本計画では、各外郭団体の設置目的、経営状況等に応じた適切な評価ができるよ

う、具体的で分かりやすい目標や成果指標を設定し、評価を実施するものとします。

ただし、成果を測定する方法や手段がない又は外的要因の影響を受けやすいなどの

理由により、成果指標の設定が困難な場合は、成果を出すために行う活動の内容や量

を示す活動目標を指標として設定するものとします。 

イ 計画しているよりも早期に取組項目や指標を達成・完了した場合は、外郭団体自ら

が積極的に新たな指標を設定することとし、外的要因等により明らかに目標達成が

困難と見込まれる場合も、評価のための取組項目や指標の変更を可能とします。 

なお、取組項目や指標の変更は、外郭団体経営検討委員会の承認を得た上で行いま

す。また、必要性が認められる場合には、外郭団体経営検討委員会から外郭団体に対

して、取組項目や指標の変更を求めることとします。 

（３）指導、支援体制の明確化 

ア 外郭団体の指導、支援は各外郭団体の所管課が行い、全市的な観点からの外郭団体

に対する指導、支援に係る調整は経営監理課が行います。なお、指導に当たっては、

市と外郭団体は対等な立場にあることを認識した上で、外郭団体との密接な連携の

下、事業運営、経営状況を毎年度把握し、適切な指導を行います。 

イ 本計画に基づく改革や取組の進行管理は、原則として各外郭団体の所管課が行い

ます。 

 

【外郭団体の評価における関わり方】 
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第６章  各外郭団体の改革の方向性と取組項目 

 

外郭団体は異なる目的を持って設立されており、求められる役割や経営状況は様々であ

ることから、本計画では、各外郭団体の役割、経営状況、固有の課題等に応じて自立化、

役割・機能の明確化、事業推進体制の効率化、経営効率化、新たな事業展開の中から、改

革の方向性を定めるとともに、設立目的の達成に資する取組と財務状況の改善につながる

取組項目等を個別に定め、経営改革を進めています。 

本計画の中間見直しにおいて、改革の方向性及び取組項目等については、社会経済情勢

等の変化も見据えながら、前期での取組や建議書を踏まえ、必要な見直しを行いました。 

後期（令和６年度から令和９年度まで）の期間においては、見直し後の改革の方向性と

取組項目等に基づき、市と団体が適切な役割分担のもと緊密に連携を図りながら、取組を

進めます。 

なお、各団体における役割や機能の見直しの状況により、計画期間中に取組項目等を変

更することもあります。 

 

 

  

Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９

前期 後期

取組の実施 取組の実施

後期の改革の方向性、

取組項目等の決定
役割・機能の明確化

在り方の検証

組織の簡素化等の検討
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■各外郭団体の改革の方向性 

 

団 体 名 

改革の方向性 

自立化 
役割・
機能の
明確化 

事業推進
体制の
効率化 

経営 
効率化 

新たな 
事業展開 

１ 公益財団法人相模原市まち・みどり公社  ○ ○  ○ 

２ 公益財団法人相模原市民文化財団 ○ ○  ○ ○ 

３ 社会福祉法人相模原市社会福祉事業団  ○  ○ ○ 

４ 公益財団法人相模原市健康福祉財団  ○  ○ ○ 

５ 株式会社さがみはら産業創造センター  ○  ○ ○ 

６ 公益財団法人相模原市スポーツ協会  ○ ○ ○ ○ 

７ 
公益財団法人相模原市勤労者福祉 

サービスセンター 
 ○ ○ ○ ○ 

８ 公益財団法人相模原市産業振興財団  ○ ○ ○ ○ 

９ 社会福祉法人相模原市社会福祉協議会  ○  ○ 〇 

10 公益社団法人相模原市シルバー人材センター  ○  ○ 〇 

11 公益社団法人相模原市防災協会  ○  ○ ○ 

12 公益社団法人相模原市観光協会  ○  ○ ○ 

 



ア　団体概要

千円 千円

　

市派遣 0
市退職
職員 1 市職員 2

市派遣 0
市退職
職員 0 市職員 0

職員数
R5.4.1時点

法人採用正規職員 30 嘱託職員 68
合　計 98

他法人等の派遣職員 0 市覚書職員 0

団体の基本的な特徴

１　団体の前身である財団法人相模原市都市整備公社は、健全な都市環境づく
　りを推進するため市が全額出資した。
２　設立当初は住宅や工業用地の造成が事業の中心であったが、昭和５０年代
　半ば以降、市の要請に基づき事業の複合化が進められ、現在は、公共施設の
　管理、運営が主たる事業となっている。
３　神奈川県知事の認定を得て、平成２３年４月１日に公益財団法人へ移行し
　た。
４　神奈川県知事の認定を得て、平成２６年４月１日に公益財団法人相模原市
　みどりの協会と合併し、公益財団法人相模原市まち・みどり公社を発足させ
　た。

役員数
R5.4.1時点

理　事 常勤
1

非常勤

10
合　計

11

2
監　事 常勤

0
非常勤

2
合　計

設立目的
誰もが安全で安心して心豊かに暮らせるまちづくりを推進するため、都市環境
の形成に必要な都市施設やみどりに関する事業等を行い、もって地域社会の健
全な発展と市民の福祉の向上に寄与すること。

事業内容

１　都市施設その他の都市環境の形成に必要な施設の整備に関する事業
２　都市施設その他の都市環境の形成に必要な用地の整備に関する事業
３　都市機能の維持及び増進に関する事業
４　豊かな市民生活の形成及び地域の振興に関する事業
５　みどり豊かなまちづくりの推進に関する事業
６　その他この法人の目的を達成するために必要な事業

基本財産 206,578 うち市の出資額 202,000 市の出資率 97.8%

（１）公益財団法人相模原市まち・みどり公社

団体名 公益財団法人相模原市まち・みどり公社

所在地 相模原市中央区富士見６丁目６番２３号

ホームページ https://www.sagamiharashi-machimidori.or.jp/

本市所管課 総務局　総務法制課
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イ　過去５年間の決算の推移

2.0% 3.8% 11.3% 8.7% 7.7%

指
標

88.3% 78.4% 77.6% 78.9% 77.5%

人件費率 23.0% 44.6% 43.5%

1.3% 2.8% 3.1% 2.7% 2.7%

10.4% 19.1% 19.5% 18.7%

47,650 47,650

指定管理関連 － － 143,435 101,955 85,082

市
の
援
助
・
市
費
受
入
状
況

63,859 60,704 198,458 149,605 132,702

事業費 50,200 50,271 50,200

委託料（指定管理料含む） 1,331,777 1,287,071 1,252,846 1,206,519 1,172,018

206,578

当期正味財産増加額

4,919,533

負債・正味財産合計 5,805,619 5,736,383 5,881,519 5,782,199 5,544,489

171,254 -4,031 99,784 -87,136 -148,778

正味財産合計 5,059,694 5,055,663 5,155,447 5,068,311

447,802

固定負債 259,778 230,433 228,176 202,531 177,154
負
債

流動負債 486,147 450,287 497,896 511,357

負債合計 745,925 680,720 726,072 713,888 624,956

5,544,489

1,794,236 1,724,254 1,513,571

固定資産 4,107,490 4,128,267 4,087,283 4,057,945 4,030,918

171,254 -4,031 99,784 -87,136 -148,778

0 0 0 0 0

3,441,438 1,854,114 1,729,343 1,882,348 1,967,918

831,625 817,139 792,672 814,729 778,307

179,211 -21,996 95,573 -17,049 -89,937

3,617,549 1,852,095 1,839,428 1,804,845 1,829,794

358,318 354,971 336,108 339,790 387,057

45,607 51,908 56,450 48,998 49,215

単位：千円

経常収益

3,441,438 1,854,114 1,725,277 1,814,244 1,909,146

3,040,490 1,452,844 1,338,220 1,431,494 1,479,152

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

3,617,549 1,832,577 1,824,141 1,804,845 1,828,930

経常費用

公益目的事業費

収益事業費

管理費

当期経常増減額

収益合計

費用合計

人件費

当期一般正味財産増減

当期指定正味財産増減

補助金

管理費

交付金

負担金

13,659 10,433 4,823 0

貸
借
対
照
表

資
産

流動資産 1,698,129 1,608,116

資産合計 5,805,619 5,736,383 5,881,519

正
味
財
産

基本金 206,578 206,578 206,578

5,782,199

206,578

0

公益目的事業比率

収益事業比率

市への財政依存度

委託料除く

38.8% 73.3% 79.4% 75.6% 71.8%

0 0 0 0 0

8,978 8,940 8,917 8,294 8,433

45.1% 42.6%

20.3%

管理費率
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ウ　改革の方向性

業務の再編や更なる事業展開に取り組む

他の外郭団体との連携の推進及び事務事業の移管や統合を含めた効率的・効果的な事業
推進体制を検討する

◎　ＳＤＧｓの推進や脱炭素社会の実現、地域の資源を活かしたまちづくりの実現、地
　域の安全・安心の確保、シビックプライドの向上等、市と目指すべきまちづくりの方
　向性や課題等を共有し、市総合計画に掲げる６つの「目指すまちの姿」の実現に資す
　るため、時代に即した新たな事業を検討するとともに、求められる役割や機能を再整
　理し、市の出資の在り方を検討する。

◎　業務の再編を進めるとともに、新たなまちづくり事業の展開を図るため、他の外郭
　団体との横断的な事務事業の共同実施や人事交流等の連携のほか、事務事業の移管や
　統合を含めた効率的・効果的な事業推進体制を検討する。

◎　市が進める子育てしやすい環境づくりや活力あふれる地域振興に資する事業の実施
　など、指定管理者制度導入施設や団体が運営する施設の魅力向上につながる更なる事
　業展開を図る。

外郭団体としての意義や使命を検証した上で、役割や機能を再整理し、より明確にする
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エ　具体的取組

取
組
項
目

目
標

取
組
内
容
（

市
）

取
組
内
容
（

団
体
）

取
組
項
目

目
標

取
組
内
容

・ＳＤＧｓの推進や
脱炭素社会の実現等
「人と自然が共生す
るまち」を目指すた
めの新たな緑化推進
事業の検討・推進

・ＳＤＧｓの推進や
脱炭素社会の実現等
「人と自然が共生す
るまち」を目指すた
めの新たな緑化推進
事業の検討・推進

・ＳＤＧｓの推進や
脱炭素社会の実現等
「人と自然が共生す
るまち」を目指すた
めの新たな緑化推進
事業の検討・推進

・ＳＤＧｓの推進や
脱炭素社会の実現等
「人と自然が共生す
るまち」を目指すた
めの新たな緑化推進
事業の検討・推進

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度

・緑化推進事業の拡
大

・緑化推進事業の拡
大

・緑化推進事業の拡
大

・緑化推進事業の拡
大

・目指すべきまちづ
くりの方向性を踏ま
えた役割・機能の整
理
・ＳＤＧｓの推進や
脱炭素社会の実現及
びシビックプライド
の向上等に資する新
たなまちづくり事業
の検討・実施
・けやき会館のより
効率的・効果的な管
理運営
・市民ロビー相模大
野のより効率的・効
果的な活用方策の検
討
・ＰＦＩ事業など新
たな整備管理手法の
検討、活用

・ＳＤＧｓの推進、
脱炭素社会の実現及
びシビックプライド
の向上等に資する新
たなまちづくり事業
の検討・実施
・けやき会館のより
効率的・効果的な管
理運営
・市民ロビー相模大
野のより効率的・効
果的な活用方策の検
討
・ＰＦＩ事業など新
たな整備管理手法の
検討、活用

・ＳＤＧｓの推進、
脱炭素社会の実現及
びシビックプライド
の向上等に資する新
たなまちづくり事業
の検討・実施
・けやき会館のより
効率的・効果的な管
理運営
・市民ロビー相模大
野のより効率的・効
果的な活用方策の検
討
・ＰＦＩ事業など新
たな整備管理手法の
検討、活用

・ＳＤＧｓの推進、
脱炭素社会の実現及
びシビックプライド
の向上等に資する新
たなまちづくり事業
の検討・実施
・けやき会館のより
効率的・効果的な管
理運営
・市民ロビー相模大
野の新たな事業展開
の実施

・ＰＦＩ事業など新
たな整備管理手法の
検討、活用

緑化推進事業の新たな事業展開

・団体の機能役割の
整理
・新たな事業等の検
討、実施

・団体の機能役割の
整理
・新たな事業等の検
討、実施

・新たな事業等の検
討、実施

・新たな事業等の検
討、実施

・団体と目指すべき
まちづくりの方向性
の決定

・団体が担うべきま
ちづくりにかかる事
業の整理
・団体が担うべきま
ちづくりにかかる事
業の整理を踏まえた
出資の取扱いの検討

・団体が担うべきま
ちづくりにかかる事
業の整理を踏まえた
出資の取扱いの決定

役割や機能の再整理と新たなまちづくり事業の検討

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度
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取
組
項
目

目
標

取
組
内
容

取
組
項
目

目
標

取
組
内
容

取
組
項
目

目
標

取
組
内
容

・収益力の強化 ・収益力の強化 ・収益力の強化 ・収益力の強化

・直営駐車場の料金
見直しの検討
・新たな直営駐車場
の開設に向けた用地
の確保に向けた調
査・検討
・花苗センターの販
路拡大及び販売品種
の拡充
・新たな収益事業の
調査、検討

・直営駐車場の料金
見直しの実施
・新たな直営駐車場
の開設に向けた用地
の確保検討

・花苗センターの販
路拡大及び販売品種
の拡充
・新たな収益事業の
調査、検討

・新たな直営駐車場
の開設に向けた用地
の確保検討

・花苗センターの販
路拡大及び販売品種
の拡充
・新たな収益事業の
調査、検討

・新たな直営駐車場
の開設に向けた用地
の確保検討

・花苗センターの販
路拡大及び販売品種
の拡充
・新たな収益事業の
調査、検討

・他の外郭団体との
事務事業の共同実施
及び人事交流等の連
携方策並びに事務事
業の移管や統合を含
めた効率的・効果的
な事業推進体制の検
討、協議、調整

・他の外郭団体との
事務事業の共同実施
及び人事交流等の連
携方策並びに事務事
業の移管や統合を含
めた効率的・効果的
な事業推進体制の検
討、協議、調整

・他の外郭団体との
事務事業の共同実施
及び人事交流等の連
携方策並びに事務事
業の移管や統合を含
めた効率的・効果的
な事業推進体制の検
討、協議、調整

・他の外郭団体との
事務事業の共同実施
及び人事交流等の連
携方策並びに事務事
業の移管や統合を含
めた効率的・効果的
な事業推進体制の方
針決定

経営基盤強化のための収益力の強化

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度

新たなまちづくり事業を推進するために他の外郭団体との連携の推進及び
統合などを含めた効率的・効果的な事業推進体制の検討

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度

・効率的・効果的な
事業推進体制の検討

・効率的・効果的な
事業推進体制の検討

・効率的・効果的な
事業推進体制の検討

・効率的・効果的な
事業推進体制の決定

・既存事業の更なる
事業展開

・既存事業の更なる
事業展開

・既存事業の更なる
事業展開

・既存事業の更なる
事業展開

・市の政策や地域の
活性化、市民ニーズ
等を踏まえた指定管
理者制度導入施設、
団体が運営する施設
の更なる魅力向上を
図るための効果的な
運営及び更なる事業
展開の検討・実施

・市の政策や地域の
活性化、市民ニーズ
等を踏まえた指定管
理者制度導入施設、
団体が運営する施設
の更なる魅力向上を
図るための効果的な
運営及び更なる事業
展開の検討・実施

・市の政策や地域の
活性化、市民ニーズ
等を踏まえた指定管
理者制度導入施設、
団体が運営する施設
の更なる魅力向上を
図るための効果的な
運営及び更なる事業
展開の検討・実施

・市の政策や地域の
活性化、市民ニーズ
等を踏まえた指定管
理者制度導入施設、
団体が運営する施設
の更なる魅力向上を
図るための効果的な
運営及び更なる事業
展開の検討・実施

指定管理者制度導入施設等の魅力向上

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度
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取
組
項
目

目
標

取
組
内
容

・人材育成方針の策
定
・新たな事業展開を
図るための専門性の
ある人材等の計画的
な採用及び継続雇用
の推進
・専門性に特化した
研修の実施
・派遣研修や人事交
流の検討、実施

・新たな事業展開を
図るための専門性の
ある人材等の計画的
な採用及び継続雇用
の推進
・専門性に特化した
研修の実施
・派遣研修や人事交
流の検討、実施

・新たな事業展開を
図るための専門性の
ある人材等の計画的
な採用及び継続雇用
の推進
・専門性に特化した
研修の実施
・派遣研修や人事交
流の検討、実施

・新たな事業展開を
図るための専門性の
ある人材等の計画的
な採用及び継続雇用
の推進
・専門性に特化した
研修の実施
・派遣研修や人事交
流の検討、実施

人材の確保・育成の強化

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度

・職員の能力向上 ・職員の能力向上 ・職員の能力向上 ・職員の能力向上
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ア　団体概要

千円 千円

　

市派遣 0
市退職
職員 1 市職員 1

市派遣 0
市退職
職員 0 市職員 0

団体名 公益財団法人相模原市民文化財団

嘱託職員

100,000

本市所管課

2

ホームページ

うち市の出資額

事業内容

１ 市民の生活文化及び芸術文化の振興に関する事業
２ 文化情報の収集及び提供に関する事業
３ 文化の振興に係る調査及び研究に関する事業
４ 文化施設等の管理運営事業
５ その他公益目的を達成するために必要な事業

職員数
R5.4.1時点

15

市覚書職員

19
合　計

10

100,000 市の出資率 100%基本財産

設立目的
文化を身近に感じることのできる環境づくりを進めることにより、潤いに満ち
た市民生活の創造と豊かで彩りのある地域社会の形成に寄与すること。

所在地 相模原市南区相模大野４丁目４番１号

理　事 常勤

監　事

合　計

常勤
0

非常勤

他法人等の派遣職員 00

団体の基本的な特徴 市民の文化の向上及び振興のため市が全額出資して設立された。

役員数
R5.4.1時点

34

2

法人採用正規職員

https://hall-net.or.jp/

市民局　文化振興課

合　計

1
非常勤

9

（２）公益財団法人相模原市民文化財団
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イ　過去５年間の決算の推移

418,377

0 0 0 0

8,734 8,386 19,256

8,707 9,299

29.9% 18.8% 13.8%10.2%

30.5% 30.6% 30.5% 26.8%

12.4%

59.6% 64.0% 82.8% 66.0% 63.3%

単位：千円

人件費率 30.2%

189,983 78,404

809,651

-42,306

77,354

207,311

248,697

71,705

0

22,440

0 0

73,784

195,163

100,000 100,000

80,339

219,982

264,444

787,456

9,150

委託料（指定管理料含む）

4,558

0

負債合計

正
味
財
産 正味財産合計

市
の
援
助
・
市
費
受
入
状
況

事業費

指定管理関連

負
債

389,485 407,697

73,741 19,853

92,862

指
標

77.6% 90.3% 90.1% 90.2% 89.9%

20,915

428,622

233,586 147,150

68,209 65,709

313,040

772,664 748,450 783,038 832,433

199,296

-20,082 22,440 36,724

74,413

経常収益

経常費用

100,000

121,379 129,957

100,000

127,592

573,368

98,204

-8,553

825,524

553,286 575,727

67,209 65,709

100,000

612,451 570,145

75,609

-8,573

0

823,474

841,323

-17,849

823,474

843,536

-20,082

825,524

834,076

237,748

37,609

848,495

8,824

89,865

459,625

772,664

-42,306

886,105

0

平成30年度 令和元年度

資
産

流動資産

8,911

79,070 83,999

646,954 759,667 709,694 765,564 778,390

834,076

251,793 252,284 247,090

239,506

353,733

478,701

832,433

370,980

438,671

809,651

187,054

52,451

139,644

令和４年度令和２年度 令和３年度

848,495

484,006

748,450

296,993

486,044

783,038

823,788

866,073

-42,286

823,788

866,073

886,105

809,916

787,456

22,460

809,916

36,724

貸
借
対
照
表

負債・正味財産合計

当期正味財産増加額 -8,573

基本金

流動負債

補助金

管理費

交付金

負担金

公益目的事業費

収益事業費

管理費

当期経常増減額

収益合計

費用合計

人件費

当期一般正味財産増減

当期指定正味財産増減

固定負債

固定資産

資産合計

公益目的事業比率

収益事業比率

市への財政依存度

委託料除く

8,339 8,400 8,100 7,700 7,300

－ －

442,927

157,277

22.8% 9.3% 9.4% 9.3% 9.7%

管理費率 1.1% 1.1% 1.1% 1.0% 1.1%
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ウ　改革の方向性

エ　具体的取組

取
組
項
目

目
標

取
組
内
容
（

市
）

取
組
内
容
（

団
体
）

令和９年度

・役割や機能、事業
の再整理

更なる事業展開に取り組む

団体の意義や使命の検証及び役割や機能の再整理

令和７年度 令和８年度令和６年度

役割や機能の再整理

・団体の存在意義や
使命の検証
・団体が担うべき役
割や機能、事業の再
整理

外郭団体としての意義や使命を検証した上で、役割や機能を再整理し、より明確にする

◎　近隣市等を含め文化芸術関連団体や美術大学等との関係性の強化及び構築を進める
　とともに、団体の存在意義や使命、役割や機能を踏まえ、市民が文化芸術に触れるた
　めの環境整備を推進しながら、音楽や演劇以外の分野も含め多様な事業展開を図り、
　市民文化の振興と裾野の拡大を図る。

◎　自立化に向け、自主財源の確保につながる事業展開を意識し、収入増加及び管理費
　補助金の削減など一層の経営効率化を図る。

◎　職員の世代交代を意識した人材育成に取り組むとともに、年齢構成を意識した採用
　に努める。

引き続き経営効率化に取り組み自立化を進める
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取
組
項
目

目
標

取
組
内
容

取
組
項
目

目
標

取
組
内
容

取
組
項
目

目
標

取
組
内
容

・管理費補助金の削
減分を補うための自
主財源確保
・経営効率化による
経費節減
・長期的に安定した
経営を継続するため
の市と団体による調
整及び協議

・管理費補助金の削
減分を補うための自
主財源確保
・経営効率化による
経費節減
・長期的に安定した
経営を継続するため
の市と団体による調
整及び協議

・管理費補助金の削
減分を補うための自
主財源確保
・経営効率化による
経費節減
・長期的に安定した
経営を継続するため
の市と団体による調
整及び協議

・管理費補助金の削
減分を補うための自
主財源確保
・経営効率化による
経費節減
・長期的に安定した
経営を継続するため
の市と団体による調
整及び協議

・子ども向け事業の
充実
・文化芸術に関する
プラットフォーム構
築及び多様な事業展
開に関する調査研究

・子ども向け事業の
充実
・調査研究を踏まえ
た多様な事業展開の
検討

・子ども向け事業の
充実
・役割や機能を踏ま
えた多様な事業展開
の検討・実施

・子ども向け事業の
充実
・役割や機能を踏ま
えた多様な事業展開
の実施

令和９年度

自立化を目指した管理費補助金の削減
（下記は上段は令和５年度管理費補助金7,000千円からの削減額
下段は管理費補助金交付額）
（各年度前年度比約▲４％）

令和６年度 令和７年度 令和８年度

地域文化教育事業の充実や音楽・演劇以外の分野も含めた多様な団体との
連携及び事業展開への取組
（下記は取組内容の実施に係る団体の経費）

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度

▲250千円
（6,750千円）

▲250千円
（6,500千円）

▲250千円
（6,250千円）

▲250千円
（6,000千円）

50千円
（50千円）

・本部事業での収益
確保の検討
・事業実施における
企業等からの協賛金
確保

50千円
（100千円）

・本部事業での収益
確保の検討
・事業実施における
企業等からの協賛金
確保

50千円
（150千円）

・本部事業での収益
確保の検討、実施
・事業実施における
企業等からの協賛金
確保

50千円
（200千円）

・本部事業での収益
確保の検討、実施
・事業実施における
企業等からの協賛金
確保

1,000千円 1,050千円 1,500千円 2,000千円

本部事業における収益確保に向けた取組と協賛金等の自主財源の確保
（下記は上段は自主財源の確保額、下段は自主財源の累計額）

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度
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取
組
項
目

目
標

取
組
内
容

・時間外勤務の適正
管理

・節電等による光熱
水費削減に向けた取
組
・公演事業の精査に
よる経費見直し
・情報紙製作、折込
に係る見直し検討

令和８年度

200千円
（600千円）

・時間外勤務の適正
管理

・節電等による光熱
水費削減に向けた取
組
・公演事業の精査に
よる費用削減
・情報紙製作、折込
に係る見直し検討

令和９年度

200千円
（800千円）

・時間外勤務の適正
管理
・施設管理委託費削
減
・節電等による光熱
水費削減に向けた取
組
・公演事業の精査に
よる費用削減
・情報紙製作、折込
に係る見直し検討

事業の精査・見直し等による経営効率化
（下記は上段は取組内容の実施による削減額、下段は削減額の累計額）

令和６年度

200千円
（200千円）

・時間外勤務の適正
管理

・節電等による光熱
水費削減に向けた取
組
・公演事業の精査に
よる経費見直し
・情報紙製作、折込
に係る見直し検討

令和７年度

200千円
（400千円）
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取
組
項
目

目
標

取
組
内
容

令和９年度

・財団の持つ専門知
識及び経験を更に高
める
・文化芸術の価値を
見極める視点の育成
・労働諸法に適切に
対応する
・良好な職場環境の
維持
・公益法人の職員と
して必要な知識及び
資格の習得
・管理職を担う人材
の育成

・大都市文化振興財
団等連絡会や神奈川
県公立文化施設協議
会に加盟する団体と
の連携及び情報交換
・全国公立文化施設
協会主催のアートマ
ネジメント研修等、
文化に係る専門研修
に参加
・労働諸法の改正に
適切に対応した就業
規則改定
・「個人目標の管
理」継続実施
・内部研修の実施、
市階層研修等の外部
研修の受講
・顧問社労士の指導
及び助言を受けなが
ら適正な労働環境を
維持
・相模原市内事業者
との連携による臨床
心理士の相談制度の
継続実施
・年齢構成を意識し
た職員採用

人材育成に関する取組

令和７年度

・財団の持つ専門知
識及び経験を更に高
める
・文化芸術の価値を
見極める視点の育成
・労働諸法に適切に
対応する
・良好な職場環境の
維持
・公益法人の職員と
して必要な知識及び
資格の習得
・管理職を担う人材
の育成

・大都市文化振興財
団等連絡会や神奈川
県公立文化施設協議
会に加盟する団体と
の連携及び情報交換
・全国公立文化施設
協会主催のアートマ
ネジメント研修等、
文化に係る専門研修
に参加
・労働諸法の改正に
適切に対応した就業
規則改定
・「個人目標の管
理」継続実施
・内部研修の実施、
市階層研修等の外部
研修の受講
・顧問社労士の指導
及び助言を受けなが
ら適正な労働環境を
維持
・相模原市内事業者
との連携による臨床
心理士の相談制度の
継続実施
・年齢構成を意識し
た職員採用

・大都市文化振興財
団等連絡会や神奈川
県公立文化施設協議
会に加盟する団体と
の連携及び情報交換
・全国公立文化施設
協会主催のアートマ
ネジメント研修等、
文化に係る専門研修
に参加
・労働諸法の改正に
適切に対応した就業
規則改定
・「個人目標の管
理」継続実施
・内部研修の実施、
市階層研修等の外部
研修の受講
・顧問社労士の指導
及び助言を受けなが
ら適正な労働環境を
維持
・相模原市内事業者
との連携による臨床
心理士の相談制度の
継続実施
・年齢構成を意識し
た職員採用

令和８年度

・財団の持つ専門知
識及び経験を更に高
める
・文化芸術の価値を
見極める視点の育成
・労働諸法に適切に
対応する
・良好な職場環境の
維持
・公益法人の職員と
して必要な知識及び
資格の習得
・管理職を担う人材
の育成

・大都市文化振興財
団等連絡会や神奈川
県公立文化施設協議
会に加盟する団体と
の連携及び情報交換
・全国公立文化施設
協会主催のアートマ
ネジメント研修等、
文化に係る専門研修
に参加
・労働諸法の改正に
適切に対応した就業
規則改定
・「個人目標の管
理」継続実施
・内部研修の実施、
市階層研修等の外部
研修の受講
・顧問社労士の指導
及び助言を受けなが
ら適正な労働環境を
維持
・相模原市内事業者
との連携による臨床
心理士の相談制度の
継続実施
・年齢構成を意識し
た職員採用

令和６年度

・財団の持つ専門知
識及び経験を更に高
める
・文化芸術の価値を
見極める視点の育成
・労働諸法に適切に
対応する
・良好な職場環境の
維持
・公益法人の職員と
して必要な知識及び
資格の習得
・管理職を担う人材
の育成
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ア　団体概要

千円 千円

　

市派遣 0
市退職
職員 2 市職員 0

市派遣 0
市退職
職員 0 市職員 0

（３）社会福祉法人相模原市社会福祉事業団

職員数
R5.4.1時点

37

市覚書職員

34
合　計

団体名 社会福祉法人相模原市社会福祉事業団

準・契約職員

3,000

本市所管課

2

ホームページ

うち市の出資額 3,000 市の出資率 100.0%基本財産

設立目的
相模原市と連携し、相模原市における社会福祉事業の推進を図り、広く市民福
祉の向上と増進に寄与することを目的とする。

事業内容

１　第二種社会福祉事業
（１）障害福祉サービス事業の経営
（２）相談支援事業の経営
（３）移動支援事業の経営

２　公益事業
（１）地域障害者施設支援事業
（２）障害者地域就労援助センター事業
（３）障害者就業・生活支援センター事業
（４）発達障害支援センター就労支援事業
（５）基幹相談支援センター等事業
（６）障害者相談支援キーステーション事業
（７）手話通訳者等養成事業
（８）障害者一時ケア事業
（９）相模原市立けやき体育館の管理・経営
（10）障害者余暇活動支援事業
（11）無料職業紹介事業

監　事

http://www.sagamihara-shafuku.or.jp

健康福祉局　地域包括ケア推進部　高齢・障害者福祉課

2
合　計

2
非常勤

4
合　計

0
非常勤

6

0

法人採用正規職員

理　事 常勤

常勤

他法人等の派遣職
員

0

所在地 相模原市中央区松が丘１丁目２３番１号

団体の基本的な特徴

１　市立障害者支援センター松が丘園の管理運営を行うとともに、本市におけ
　る障害福祉の向上を目的に市が出資して設立
２　新たな福祉ニーズに対応した先駆的な取組を進めるとともに、本市におけ
　る障害福祉ネットワークの中心的な存在として、障害福祉の向上に取り組ん
　でいる。

役員数
R5.4.1時点

71

31
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イ　過去５年間の決算の推移

固定資産

資産合計

709,728 677,051 678,026

20,377 5,537 4,879

421,450

503,344

3,000

475,114

579,534

－

流動負債

収益合計

5,537

682,588 682,905

4,379経常増減差額

458,302

678,457 678,275

739,144

資
産

負
債

流動資産

次期繰越活動増減差額 165,526 145,060

451,875 456,876

767,483

955,218

3,000

104,420

361,412 409,537

経常収益

経常費用 735,013673,895

737,640

672,920705,597742,667

平成30年度

568,109

3,000

単位：千円

427,333 361,753

74,022

3,000

722,025

467,754

0

-9,560

737,237

511,620

市
の
援
助
・
市
費
受
入
状
況

事業費

指定管理関連

47,526 43,543

4,131

355,774 343,431委託料（指定管理料含む）

0

0 0

0

4,131

－

管理費 43,395 39,412

915,474

令和元年度

純
資
産

負債・純資産合計

純資産合計

負債合計 446,552

329,341固定負債

基本金

894,124

733,106 725,370

費用合計

当期活動増減差額

3,000

798,945

487,828

447,572

894,124

-61,707

273,688

427,645

372,530

1,026,412

151,088 150,745 153,515

1,026,412

955,218 1,036,411

4,131

6,100

4,131

100,356

48,696 47,074

4,131

38,465 37,723 39,713

212,048

824,363

1,036,411

81,894

641,786

915,474

158,487

令和４年度令和２年度 令和３年度

貸
借
対
照
表

817,369

47,553

0 0 0 0

209,042

395,574

510,379

187,736

19,773

730,105

172,099

476,546 469,379

2,660

2,627

741,804

510,914

人件費率 69.8% 70.4% 70.2% 69.2% 69.3%

委託料除く

市への財政依存度 54.7% 53.0% 55.5% 55.0% 50.3%

53.8% 53.6% 55.7%

0.0% 0.0% 0.0% 0.0%収益事業費比率 0.0%

6.9% 6.4%

指
標

57.5%

社会福祉事業費

収益事業費

人件費

補助金

交付金

負担金

社会福祉事業比率

6.4% 6.0% 7.1%

公益事業費 315,334 310,023 311,167 312,483 325,477

公益事業費支出比率 43.0% 42.7% 45.9% 46.1% 44.1%

0

325,585

0

5,220 3,709

328,713

0 0

329,976

00

56.1%
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ウ　改革の方向性

エ　具体的取組

取
組
項
目

目
標

取
組
内
容
（

市
）

取
組
内
容
（

団
体
）

外郭団体としての意義や使命を検証した上で、役割や機能を再整理し、より明確にする

・役割や機能、事業
の再整理
・指定管理者制度導
入施設における環境
の変化やニーズに対
応した既存事業の見
直し、新規事業の検
討、実施

・指定管理者制度導
入施設における環境
の変化やニーズに対
応した既存事業の見
直し、新規事業の検
討、実施

・指定管理者制度導
入施設における環境
の変化やニーズに対
応した既存事業の見
直し、新規事業の検
討、実施

・指定管理者制度導
入施設における環境
の変化やニーズに対
応した既存事業の見
直し、新規事業の検
討、実施

・団体の存在意義や
使命の検証
・団体が担うべき役
割や機能、事業の再
整理

引き続き経営効率化に取り組む

更なる事業展開に取り組む

団体の意義や使命の検証及び役割や機能の再整理
指定管理者制度導入施設における環境の変化やニーズに対応した事業展開

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度

・役割等の再整理
・既存事業の見直し
・新規事業の検討、
実施

・既存事業の見直し
・新規事業の検討、
実施

・既存事業の見直し
・新規事業の検討、
実施

・既存事業の見直し
・新規事業の検討、
実施

◎　今後も障害福祉ネットワークの中心的存在として、期待される役割を果たしていけ
　るよう、社会情勢や利用者ニーズを捉えた役割や機能の再整理及び既存事業の見直し
　を行うとともに、福祉従事者の人材育成の拡充や環境の変化やニーズに対応した事業
　展開に取り組む。

◎　指定管理者制度導入施設において、団体の持つ専門性と科学的な研究アプローチ等
　により先進的・先駆的な支援方法等を導入し、効果的な手法については、広く他の社
　会福祉法人等に情報提供するなど、他と差別化した事業展開を行う。

◎　障害者スポーツの更なる普及につながるよう、公益財団法人相模原市スポーツ協会
　と連携する等により、更なる事業展開を検討する。

◎　環境の変化やニーズに対応した自主事業に取り組むとともに、中長期的な視点を持
　って管理費（事務費）の削減に取り組む。
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取
組
項
目

目
標

取
組
内
容

取
組
項
目

目
標

取
組
内
容

取
組
項
目

目
標

取
組
内
容

医療的ケアが必要な
者の安定的な受け入
れ

医療的ケアが必要な
者の安定的な受け入
れ

医療的ケアが必要な
者の安定的な受け入
れ

医療的ケアが必要な
者の安定的な受け入
れ

・市重度心身障害者
ネットワーク等の情
報収集
・医療的ケア委員会
での検討

・市重度心身障害者
ネットワーク等の情
報収集
・医療的ケア委員会
での検討

・市重度心身障害者
ネットワーク等の情
報収集
・医療的ケア委員会
での検討

・市重度心身障害者
ネットワーク等の情
報収集
・医療的ケア委員会
での検討

福祉従事者の人材育成の拡充と環境の変化やニーズに対応した事業展開

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度

指定管理者制度導入施設における先駆的な事業の展開
（より就労が困難な障害者の就労支援体制の構築）

令和６年度

障害者の就労者数
６０人

・相談拠点の充実
・専門スタッフの充
実

令和７年度

障害者の就労者数
６０人

・相談拠点の充実
・専門スタッフの充
実

令和８年度

・相談拠点の充実
・専門スタッフの充
実

・相談拠点の充実
・専門スタッフの充
実

障害者の就労者数
６０人

令和９年度

障害者の就労者数
６０人

福祉従事者等の人材
育成に向けた研修及
び支援の実施

福祉従事者等の人材
育成に向けた研修及
び支援の実施

福祉従事者等の人材
育成に向けた研修及
び支援の実施

福祉従事者等の人材
育成に向けた研修及
び支援の実施

指定管理者制度導入施設における先駆的な事業の展開
（医療的ケアが必要な者の受け入れ体制の確保）

令和６年度 令和７年度 令和８年度

・福祉従事者の人材
育成に向けた研修の
充実
・手話通訳者の養成
・障害福祉事業所へ
の支援の充実
・環境の変化やニー
ズに対応した事業展
開の検討、実施

・福祉従事者の人材
育成に向けた研修の
充実
・手話通訳者の養成
・障害福祉事業所へ
の支援の充実
・環境の変化やニー
ズに対応した事業展
開の検討、実施

・福祉従事者の人材
育成に向けた研修の
充実
・手話通訳者の養成
・障害福祉事業所へ
の支援の充実
・環境の変化やニー
ズに対応した事業展
開の検討、実施

・福祉従事者の人材
育成に向けた研修の
充実
・手話通訳者の養成
・障害福祉事業所へ
の支援の充実
・環境の変化やニー
ズに対応した事業展
開の検討、実施

令和９年度
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取
組
項
目

目
標

取
組
内
容

取
組
項
目

目
標

取
組
内
容

取
組
項
目

目
標

取
組
内
容
（

市
）

取
組
内
容
（

団
体
）

・管理費（事務費）
の削減を踏まえた市
補助金額の精査

・管理費（事務費）
の削減を踏まえた市
補助金額の精査

・管理費（事務費）
の削減を踏まえた市
補助金額の精査

・管理費（事務費）
の削減を踏まえた市
補助金額の精査

環境の変化やニーズに対応した法人自主事業の実施

令和６年度

環境の変化等に対応
した事業の実施

・既存事業の見直し
・環境の変化等に対
応した事業の検討、
実施

総務管理事務の効率化（委託等による総務管理費の見直し等）
管理費（事務費）の削減及び市補助金額の精査

令和６年度

管理費（事務費）削
減に資する取組の実
施、検証

・総務管理事務の委
託化及びＩＣＴ化の
効果検証及び更なる
検討、実施
・管理費（事務費）
の削減効果の検証

公益財団法人相模原市スポーツ協会との連携等による障害者スポーツの更
なる事業展開

令和６年度

連携事業の実施

・障害者スポーツの
更なる事業展開の検
討、実施
・公益財団法人相模
原市スポーツ協会と
の連携内容の検討、
実施

令和７年度

連携事業の実施

・障害者スポーツの
更なる事業展開の検
討、実施
・公益財団法人相模
原市スポーツ協会と
の連携内容の検討、
実施

令和８年度

連携事業の実施

・障害者スポーツの
更なる事業展開の検
討、実施
・公益財団法人相模
原市スポーツ協会と
の連携の検討、実施

令和９年度

連携事業の実施

・障害者スポーツの
更なる事業展開の検
討、実施
・公益財団法人相模
原市スポーツ協会と
の連携の検討、実施

令和９年度

環境の変化等に対応
した事業の実施

・環境の変化等に対
応した事業の検討、
実施

令和７年度

環境の変化等に対応
した事業の実施

・環境の変化等に対
応した事業の検討、
実施

令和８年度

環境の変化等に対応
した事業の実施

・環境の変化等に対
応した事業の検討、
実施

令和７年度

管理費（事務費）削
減に資する取組の実
施、検証

・総務管理事務の委
託化及びＩＣＴ化の
更なる検討、実施

・管理費（事務費）
の削減効果の検証

令和８年度

管理費（事務費）削
減に資する取組の実
施、検証

・総務管理事務の委
託化及びＩＣＴ化の
更なる検討、実施

・管理費（事務費）
の削減効果の検証

令和９年度

管理費（事務費）削
減に資する取組の実
施、検証

・総務管理事務の委
託化及びＩＣＴ化の
更なる検討、実施

・管理費（事務費）
の削減効果の検証
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ア　団体概要

千円 千円

　

市派遣 0
市退職
職員 0 市職員 2

市派遣 0
市退職
職員 0 市職員 0

（４）公益財団法人相模原市健康福祉財団

所在地 相模原市南区新磯野４丁目１番１号

団体の基本的な特徴
相模原市の医療供給体制の充実を図り、もって市民の健康の保持増進に寄与す
ることを目的とするため、相模原市、一般社団法人相模原市医師会、公益社団
法人相模原市病院協会がそれぞれ出資し設立した。

役員数
R5.4.1時点

非常勤

10

https://snvs.ac.jp/

健康福祉局　保健衛生部　医療政策課

理　事

団体名 公益財団法人相模原市健康福祉財団

嘱託職員

3,000

本市所管課

ホームページ

うち市の出資額

事業内容
１　この法人の設立に係る相模原看護専門学校の管理及び運営並びに保健医療
　福祉の教育に関する事業
２　その他この法人の目的を達成するために必要な事業

職員数
R5.4.1時点

22

市覚書職員

合　計

4
合　計

10

0

法人採用正規職員

常勤

26
0

監　事 常勤
0

1,490 市の出資率 49.7%

2

他法人等の派遣職員

基本財産

設立目的

相模原市、一般社団法人相模原市医師会、公益社団法人相模原市病院協会及び
公益社団法人神奈川県看護協会との提携及び協調のもとに、看護師及び他の医
療従事者の養成並びに研修に関する事業を行うことにより、相模原市の医療供
給体制の充実を図り、もって市民の健康の保持増進に寄与することを目的とす
る。

合　計

0

非常勤

2
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イ　過去５年間の決算の推移

291,710

－

0 0 0 0 0

市への財政依存度 39.2% 39.1% 38.9% 39.5% 39.2%

－

人件費率 67.6%56.7% 64.9%

0.0% 0.0% 0.0% 0.0%0.0%

指定管理関連

33,032

310,846

316,558

-15,225

市
の
援
助
・
市
費
受
入
状
況

事業費

3,000

145,219 143,260

446,845

131,028 122,000

0

125,000 125,000

125,000

固定資産

98,620

406,190

48,409

44,884

297,874

0

268,678

99.2%

3,000

99.4%

106,667 105,473

27,012

0 0

2,073 1,951 2,330 1,924

203,398 215,975 205,749

319,618

16,246

313,323

-5,712

3,000

435,640413,897 428,245

39.5% 39.2%

10,689

35,359

290,388

386,885

413,897

38,552

288,315 301,421

29,317

166,828

29,317 33,032 11,876

22,935

319,705

290,388

53,112

37,787

3,000

0

223,355

296,879

303,372

37,915

136,536

294,549

指
標

99.3%

令和元年度

0

1,885

179,543

35,359

0

0

3,000

－ －

121,944

基本金

0

正味財産合計

負債・正味財産合計

当期正味財産増加額

正
味
財
産

資産合計

0

137,766

51,473

395,373

44,062

391,577

435,640

43,403

94,363

122,000

122,000

0

283,910

316,758

357,781

貸
借
対
照
表

0委託料（指定管理料含む）

66.9%

0

125,000

303,586

0

99.3% 99.4%

管理費率 0.6% 0.7% 0.6% 0.8%

74.1%

39.2%

0.6%

－

239,361

406,190

131,028 122,000

委託料除く 39.1% 38.9%

0

446,845

0

375,134

428,245

令和２年度

316,558

314,634

336,435

303,403

令和３年度

307,567

-5,712

平成30年度

35,366

319,270

10,000

11,876

308,755

296,879

令和４年度

0

0 0 0 0

0

279,507

0 0

単位：千円

301,332

281,392

経常収益

経常費用

公益目的事業費

収益事業費

管理費

当期経常増減額

収益合計

費用合計

人件費

当期一般正味財産増減

当期指定正味財産増減

補助金

交付金

負担金

公益目的事業比率

収益事業比率

資
産

負
債

流動資産

管理費

流動負債

固定負債

負債合計
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ウ　改革の方向性

エ　具体的取組

取
組
項
目

目
標

取
組
内
容
（

市
）

取
組
内
容
（

団
体
）

外郭団体としての意義や使命を検証した上で、役割や機能を再整理し、団体の在り方を
検討する

引き続き経営効率化に取り組む

更なる事業展開に取り組む

団体の役割や機能の再整理・公益財団法人としての在り方の検討

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度

団体の役割や機能の
再整理及び在り方の
検討

団体の役割や機能の
再整理及び在り方の
決定

団体の在り方を踏ま
えた調整、準備

団体の在り方を踏ま
えた調整、準備

◎　市内の医療提供体制の更なる充実という財団の設立趣旨と現状を踏まえた上で、市
　が団体に求めることや、団体の果たすべき役割、機能を明確にし、公益財団法人とし
　ての在り方を検討する。

◎　市内の医療供給体制の更なる充実に向け、卒業生の市内就職の促進に努めるととも
　に、定着支援を行う。また、看護師以外の医療従事者を養成することについての考え
　方を整理する。

◎　学校運営に知見のある者の役員への登用及び受験生の確保に向け知見のある者の採
　用など、今後の体制について検討する。

◎　市から借用し、校舎として利用している旧磯野台小学校の今後の修繕について市と
　議論を進めるとともに、特定資産として保有している校舎大規模修繕事業準備資金の
　活用方策について検討する。

◎　人件費増加の要因を分析し、独自の給与体系について検討するとともに、収益の確
　保、経費節減に取り組み、安定した財団経営を推進する。また、市は団体の決算や財
　政推計に鑑み、補助金の額について精査する。

・市が団体に求める
ことの整理
・団体が担うべき役
割や機能、事業の再
整理
・看護師以外の医療
従事者の養成の考え
方の整理
・団体の在り方の検
討

・団体が担うべき役
割や機能、事業の再
整理
・看護師以外の医療
従事者の養成の考え
方の整理
・団体の在り方の決
定

・役割や機能、事業
の再整理
・看護師以外の医療
従事者の養成の考え
方の整理

・役割や機能、事業
の再整理
・看護師以外の医療
従事者の養成の考え
方の整理

・団体の在り方を踏
まえた調整、準備

・団体の在り方を踏
まえた調整、準備
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取
組
項
目

目
標

取
組
内
容

取
組
項
目

目
標

取
組
内
容

令和７年度

・市内就職を条件と
した入学試験区分の
実施
・市内医療機関等の
採用動向の把握及び
採用の働きかけ強化
・採用動向把握のた
めの懇談会等の開催
・同窓会の強化と卒
業生各人に応じた進
路指導

令和８年度

・市内就職を条件と
した入学試験区分の
実施
・市内医療機関等の
採用動向の把握及び
採用の働きかけ強化
・採用動向把握のた
めの懇談会等の開催
・同窓会の強化と卒
業生各人に応じた進
路指導

令和９年度

・市内就職を条件と
した入学試験区分の
実施
・市内医療機関等の
採用動向の把握及び
採用の働きかけ強化
・採用動向把握のた
めの懇談会等の開催
・同窓会の強化と卒
業生各人に応じた進
路指導

定員の３倍

・高等教育の修学支
援新制度対象校の認
定継続
・厚生労働省の教育
訓練給付制度におけ
る講座指定の継続
・特色あるオープン
キャンパスの開催
・社会情勢や受験状
況に応じた入学試験
方法等の見直しの検
討
・高校への出前講
座、説明会及び情報
交換の充実

定員の３倍

・高等教育の修学支
援新制度対象校の認
定継続
・厚生労働省の教育
訓練給付制度におけ
る講座指定の継続
・特色あるオープン
キャンパスの開催
・社会情勢や受験状
況に応じた入学試験
方法等の見直しの検
討
・高校への出前講
座、説明会及び情報
交換の充実

定員の３倍

・高等教育の修学支
援新制度対象校の認
定継続
・厚生労働省の教育
訓練給付制度におけ
る講座指定の継続
・特色あるオープン
キャンパスの開催
・社会情勢や受験状
況に応じた入学試験
方法等の見直しの検
討
・高校への出前講
座、説明会及び情報
交換の充実

定員の３倍

・高等教育の修学支
援新制度対象校の認
定継続
・厚生労働省の教育
訓練給付制度におけ
る講座指定の継続
・特色あるオープン
キャンパスの開催
・社会情勢や受験状
況に応じた入学試験
方法等の見直しの検
討
・高校への出前講
座、説明会及び情報
交換の充実

令和６年度

・市内就職を条件と
した入学試験区分の
実施
・市内医療機関等の
採用動向の把握及び
採用の働きかけ強化
・採用動向把握のた
めの懇談会等の開催
・同窓会の強化と卒
業生各人に応じた進
路指導

卒業生市内就職の促進（令和４年度　８７．８％）

８０％以上 ８０％以上 ８０％以上

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度

受験志願者の確保（令和４年度　２．５倍）

８０％以上
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取
組
項
目

目
標

取
組
内
容

取
組
項
目

目
標

取
組
内
容

・公益社団法人相模
原市病院協会が主体
となり実施している
復職支援事業への協
力
・同窓会を活用した
復職支援の実施

・公益社団法人相模
原市病院協会が主体
となり実施している
復職支援事業への協
力
・同窓会を活用した
復職支援の実施

・公益社団法人相模
原市病院協会が主体
となり実施している
復職支援事業への協
力
・同窓会を活用した
復職支援の実施

・公益社団法人相模
原市病院協会が主体
となり実施している
復職支援事業への協
力
・同窓会を活用した
復職支援の実施

・国家試験対策の強
化に向けた１年次か
らの対策、チュー
ター制度及びポート
フォリオの活用
・国家試験出題基準
を意識した臨地実習
教育の充実
・パソコン、スマー
トフォンアプリを活
用した国家試験対策
の推進
・専門基礎分野を重
点とした補習授業の
充実

令和７年度

１００％

・国家試験対策の強
化に向けた１年次か
らの対策、チュー
ター制度及びポート
フォリオの活用
・国家試験出題基準
を意識した臨地実習
教育の充実
・パソコン、スマー
トフォンアプリを活
用した国家試験対策
の推進
・専門基礎分野を重
点とした補習授業の
充実

令和８年度

１００％

・国家試験対策の強
化に向けた１年次か
らの対策、チュー
ター制度及びポート
フォリオの活用
・国家試験出題基準
を意識した臨地実習
教育の充実
・パソコン、スマー
トフォンアプリを活
用した国家試験対策
の推進
・専門基礎分野を重
点とした補習授業の
充実

令和９年度

１００％

・国家試験対策の強
化に向けた１年次か
らの対策、チュー
ター制度及びポート
フォリオの活用
・国家試験出題基準
を意識した臨地実習
教育の充実
・パソコン、スマー
トフォンアプリを活
用した国家試験対策
の推進
・専門基礎分野を重
点とした補習授業の
充実

国家試験合格率の向上（令和４年度　９５．９　％）

令和６年度

１００％

潜在看護師の復職支援の強化

令和６年度 令和７年度

・復職支援事業への
協力
・同窓会を活用した
復職支援

・復職支援事業への
協力
・同窓会を活用した
復職支援

令和８年度 令和９年度

・復職支援事業への
協力
・同窓会を活用した
復職支援

・復職支援事業への
協力
・同窓会を活用した
復職支援
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取
組
項
目

目
標

取
組
内
容
（

市
）

取
組
内
容
（

団
体
）

取
組
項
目

目
標

取
組
内
容

団体独自の給与体系の検討

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度

校舎修繕の取組及び校舎大規模修繕事業準備資金の活用方策の検討

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度

・校舎修繕計画及び
校舎大規模修繕事業
準備資金の活用方策
の検討及び調整

・校舎修繕計画及び
校舎大規模修繕事業
準備資金の活用方策
の検討及び調整

・校舎修繕計画の策
定
・校舎大規模修繕事
業準備資金の活用方
策の検討及び調整

・校舎修繕計画に基
づく計画的な修繕の
実施

・校舎修繕計画の検
討及び団体との協
議、調整
・校舎大規模修繕事
業準備資金の活用方
策の検討及び団体と
の協議、調整

・校舎修繕計画の検
討及び団体との協
議、調整
・校舎大規模修繕事
業準備資金の活用方
策の検討及び団体と
の協議、調整

・校舎修繕計画の策
定

・校舎大規模修繕事
業準備資金の活用方
策の検討及び団体と
の協議、調整

・校舎修繕計画に基
づく計画的な修繕の
実施

・校舎修繕計画に基
づく市の計画的な修
繕の実施を踏まえた
校舎大規模修繕事業
準備資金の活用

・校舎修繕計画の策
定に係る市との協
議、調整
・校舎大規模修繕事
業準備資金の活用方
策の検討及び市との
協議、調整

・校舎修繕計画の策
定に係る市との協
議、調整
・校舎大規模修繕事
業準備資金の活用方
策の検討及び市との
協議、調整

・校舎大規模修繕事
業準備資金の活用方
策の検討及び市との
協議、調整

団体独自の給与体系
の検討

団体独自の給与体系
の検討

団体独自の給与体系
の検討

団体独自の給与体系
の検討

・人件費増加の要因
分析
・団体独自の給与体
系の検討

・団体独自の給与体
系の検討

・団体独自の給与体
系の検討

・団体独自の給与体
系の検討
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取
組
項
目

目
標

取
組
内
容
（

市
）

取
組
内
容
（

団
体
）

令和９年度

単年度収支
3,287千円

・長期契約の締結な
どによる経費の削減

安定した財団経営の推進

令和６年度

単年度収支
▲12,101千円

・長期契約の締結な
どによる経費の削減

令和７年度

単年度収支
▲2,250千円

・長期契約の締結な
どによる経費の削減

令和８年度

単年度収支
4,103千円

・長期契約の締結な
どによる経費の削減

・団体の財政状況等
を踏まえた市補助金
額の見直し

・団体の財政状況等
を踏まえた市補助金
額の見直し

・団体の財政状況等
を踏まえた市補助金
額の見直し

・団体の財政状況等
を踏まえた市補助金
額の見直し

42



ア　団体概要

千円 千円

　

市派遣 0
市退職
職員 0 市職員 1

市派遣 0
市退職
職員 0 市職員 0

職員数
R5.4.1時点

法人採用正規職員 9 嘱託職員 2
合　計 11

他法人等の派遣職員 0 市覚書職員 0

団体の基本的な特徴
中小企業等経営強化法（旧新事業創出促進法）に基づく新事業支援機関とし
て、新規創業、新分野進出を支援するとともに、産学連携を推進し、地域中小
企業の活性化を図るために設立した株式会社

役員数
R5.4.1時点

取締役 常勤
3

非常勤

7
合　計

10

4
監査役 常勤

1
非常勤

3
合　計

設立目的 新規創業者及び新分野進出を目指す中小企業の支援

事業内容

１　研究室・研修室・事務室等の賃貸及び管理、運営
２　技術・販売・製造等の提携の斡旋及びコンピュータのソフトウェア開発業
　務
３　製造業、農業、建設業、電気通信業等の産業技術に関する研究開発業務の
　受託及び委託
４　産業技術及び科学、経済、社会、経営等に関する調査研究の受託
５　前２号の事業に伴う工業所有権、実用新案等の知的所有権の取得、譲渡、
　及び使用許諾ならびにその対象製品の販売
６　各種商品及び工業製品の理化学的分析、測定及び製品試作ならびにその受
　託
７　科学分析機器、事務機器及び什器備品の賃貸及び斡旋
８　科学、技術、産業、財務、経済、社会、文化等に関する国際会議、国内会
　議の企画、開催及び誘致ならびにその斡旋
９　経営一般に関するコンサルティング
10  技術・産業・経営・経理等に関する研修会・セミナーの企画･開催および
　誘致ならびにその斡旋
11  投資事業有限責任組合財産の運営および管理
12  企業間の提携・合併・企業の国際取引、国際進出に関するコンサルティ
　ング業務ならびに仲介斡旋
13  有料職業紹介
14  前各号に付帯または関連する業務

基本財産 2,394,500 うち市の出資額 1,135,000 市の出資率 47.4%

（５）株式会社さがみはら産業創造センター

団体名 株式会社さがみはら産業創造センター

所在地 相模原市緑区西橋本５丁目４番２１号

ホームページ https://www.sic-sagamihara.jp/

本市所管課 環境経済局　産業支援課
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イ　過去５年間の決算の推移

委託料除く

52.1% 21.1% 20.0% 8.8% 9.5%

当期純利益

補助金

管理費

交付金

負担金

0 0 0 0

0 0

44.3%

人件費率 30.1% 28.7% 24.4% 29.0% 29.7%

販売費及び一般管理費

人件費

営業利益

営業外収益

営業外費用

経常利益

税引前当期純利益

市への財政依存度

市
の
援
助
・
市
費
受
入
状
況

負債・純資産合計

負債合計

委託料（指定管理料含む）

0.0%

指
標

管理費率 46.1% 45.2% 37.8% 42.7%

31.8% 0.0% 0.0% 0.0%

62,445 72,479 76,359 32,230 36,166

0 0 0 0 0

0 0 0

2,692,008 2,786,559 2,847,354 2,844,858 2,851,176

0 0

指定管理関連 － － － － －

0

0 0 0 0

事業費 98,000 0 0

98,000

200,976 296,426 331,135 298,689 283,049

純
資
産

資本金 2,394,500 2,394,500 2,394,500 2,394,500 2,394,500

純資産合計 2,491,032 2,490,133 2,516,218 2,546,169 2,568,127

109,650 91,087 89,834

固定負債 59,042 230,340 221,485 207,602 193,215

479,677 540,013

固定資産 2,215,977 2,474,529 2,424,164 2,365,181 2,311,163

貸
借
対
照
表

資
産

流動資産 476,031 312,030 423,189

資産合計 2,692,008 2,786,559 2,847,354 2,844,858 2,851,176

負
債

流動負債 141,933 66,086

30,657 5,993 40,542 48,945 39,042

18,931 1,495 26,085 32,345 24,353

0 646 954 858 757

30,221 6,311 40,542 42,702 39,042

27,927 3,808 39,160 41,019 36,716

2,295 3,148 2,336 2,540 3,083

140,900 154,150 143,940 155,625 167,491

91,936 97,899 92,668 105,477 112,341

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

売上総利益 168,827 157,958 183,099 196,644 204,207

305,450 340,813 380,386 364,077 378,019

136,623 182,855 197,287 167,432 173,813

売上高

売上原価

単位：千円
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ウ　改革の方向性

エ　具体的取組

取
組
項
目

目
標

取
組
内
容
（

市
）

取
組
内
容
（

団
体
）

・市が団体に求める
ことの整理
・団体の役割や機
能、事業実績の評価
・市、団体、公益財
団法人相模原市産業
振興財団、相模原商
工会議所が担うべき
役割・機能の再検証
及び事業の再整理
・団体の外郭団体と
しての位置付けの必
要性の検証

・市や他の産業支援
機関との役割・機能
分担の明確化

・団体の外郭団体と
しての位置付けの必
要性の検証を踏まえ
た出資率及び団体の
在り方の決定

・役割や機能、事業
の再整理

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度

・団体の役割、機能
の整理
・位置付けの検証

・団体の役割、機能
の明確化
・在り方の決定

外郭団体としての意義や使命を検証した上で、役割や機能を再整理し、外郭団体として
の位置付けの必要性を検討する

更なる事業展開に取り組む

引き続き経営効率化に取り組む

◎　総合的で強力な地域経済の振興・支援体制の構築に向け、市や他の産業支援機関と
　の業務分担の在り方など、市が団体に求める役割、機能を明確にするとともに、市の
　産業施策と団体の事業との連動の位置付けを明確にした上で、団体を市の外郭団体と
　して位置付けておく必要性について検討する。

◎　橋本駅周辺の新たなまちづくりの推進を踏まえ、これまで以上に団体の役割を果た
　していくことができるよう、市の産業施策と連携し、将来を見据えた新たな分野の創
　業支援・企業支援に積極的に取り組む。

◎　入居企業の固定化を防ぐための方策を検討するとともに、支援する中小企業が増え
　るような事業展開を検討する。

◎　収益の確保と経営効率化に取り組み、自立的経営を維持する。

団体の役割や機能の再整理・外郭団体としての位置付けの必要性の検討
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取
組
項
目

目
標

取
組
内
容

取
組
項
目

目
標

取
組
内
容

・新たなビジネス創
出の取組
・計画的な施設修繕
及び設備更新
・関係機関との連携
による地域へ卒業企
業を輩出する仕組み
づくり

・新たなビジネス創
出の取組
・計画的な施設修繕
及び設備更新
・関係機関との連携
による地域へ卒業企
業を輩出する仕組み
づくり

・新たなビジネス創
出の取組
・計画的な施設修繕
及び設備更新
・関係機関との連携
による地域へ卒業企
業を輩出する仕組み
づくり

・新たなビジネス創
出の取組
・計画的な施設修繕
及び設備更新
・関係機関との連携
による地域へ卒業企
業を輩出する仕組み
づくり

企業の集積・連携による新産業の創出
　１００社を超える企業集積の拠点を活かした入居企業間や地域企業との補完・
連携、市の産業施策と連携した企業支援、他地域の産業支援機関との相互連携に
よる機能強化等に取り組む。
　新たな入居企業を迎え入れ、インキュベーション活動を通じ成長した企業の地
域移転を促進させるために、保有する運営ノウハウを活かして、行政、大学又は
民間企業等の新たなポストインキュベータを協業で取り組む。
　また、計画的な修繕と設備更新を行い、既存施設の操業環境を充実させ、高い
入居率と企業支援機能を維持し、引き続き安定した収益を確保する。

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度

・相談件数300件
・有償支援企業数50
社
・平均入居率90％以
上の維持

・相談件数300件
・有償支援企業数50
社
・平均入居率90％以
上の維持

・相談件数300件
・有償支援企業数50
社
・平均入居率90％以
上の維持

・相談件数300件
・有償支援企業数50
社
・平均入居率90％以
上の維持

・Desk10会員数の
平均会員登録者50人
・創業者創出数5人

・Desk10会員数の
平均会員登録者50人
・創業者創出数5人

・Desk10会員数の
平均会員登録者50人
・創業者創出数5人

・Desk10会員数の
平均会員登録者50人
・創業者創出数5人

・起業家を創出・育
成していくための支
援体制の強化及び支
援事業の実施
・ＩＰＯ企業創出の
ための取組など新た
な支援プログラムの
検討・実施

・起業家を創出・育
成していくための支
援体制の強化及び支
援事業の実施
・ＩＰＯ企業創出の
ための取組など新た
な支援プログラムの
検討・実施

・起業家を創出・育
成していくための支
援体制の強化及び支
援事業の実施
・ＩＰＯ企業創出の
ための取組など新た
な支援プログラムの
検討・実施

・起業家を創出・育
成していくための支
援体制の強化及び支
援事業の実施
・ＩＰＯ企業創出の
ための取組など新た
な支援プログラムの
検討・実施

創業者育成機能の充実
　橋本駅周辺の産業振興政策における新事業・新産業創出のハブ機能を担うた
め、市の施策と連携し、これまでのインキュベーションプログラムで培ったノウ
ハウを活用して地域全体で起業家を創出・育成する体制強化と事業実施を進め
る。
　相模原のインキュベーション力の周知を図り、ビジネスアイデアや技術シーズ
を持つ起業家を呼び込み育成し、国等の委託事業等の活用や支援機関との連携を

    図り、ＩＰＯ企業創出などの新たなプログラムに取り組む。

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度
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ア　団体概要

千円 千円

　

市派遣 0
市退職
職員 1 市職員 0

市派遣 0
市退職
職員 0 市職員 0

職員数
R5.4.1時点

法人採用正規職員 8 嘱託職員 7
合　計 15

他法人等の派遣職員 0 市覚書職員 0

団体の基本的な特徴

１　昭和２９年相模原市誕生と同時に高座郡体育協会から分離独立し、前身で
　ある相模原市体育連絡協議会（加盟９種目団体）として発足
２　その後、平成元年に財団法人として設立。現在は公益財団法人に移行し、
　３５種目団体、４．３万人が加盟する社会体育団体として市民のスポーツ活
　動を推進している。

役員数
R5.4.1時点

理　事 常勤
1

非常勤

15
合　計

16

2
監　事 常勤

0
非常勤

2
合　計

設立目的
市民の体育・スポーツを振興し、もって市民の心身の健全な発達、明るく豊か
な市民生活の形成及び活力ある社会の実現に寄与することを目的とする。

事業内容

１　スポーツの普及啓発及び競技力の向上並びに健康・体力づくりの推進
２　スポーツ団体、選手及び指導者等の育成指導、支援、表彰
３　スポーツを通じた交流の促進
４　スポーツに関する情報の収集及び提供
５　スポーツ活動の機会・場の提供
６　その他、この法人の目的を達成するために必要な事業

基本財産 112,020 うち市の出資額 49,000 市の出資率 43.7%

（６）公益財団法人相模原市スポーツ協会

団体名 公益財団法人相模原市スポーツ協会

所在地 相模原市中央区富士見６丁目６番２３号けやき会館４F

ホームページ https://sagamihara-sport.or.jp/

本市所管課 市民局　スポーツ推進課
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イ　過去５年間の決算の推移

0

0

公益目的事業比率

収益事業比率

市への財政依存度

委託料除く

72.7% 70.7% 78.0% 65.7% 59.4%

1.3%

管理費率 6.2% 6.4% 5.8% 3.9% 3.1%

29.1% 21.0%

当期指定正味財産増減

補助金

管理費

交付金

負担金

62,975 57,275 53,764 54,028

0 0 0 0

0 0 0 0

5,874

112,020

385,694

貸
借
対
照
表

資
産

経常費用

公益目的事業費

収益事業費

管理費

当期経常増減額

収益合計

費用合計

人件費

当期一般正味財産増減

人件費率 50.1% 52.7% 59.3% 50.8% 41.4%

指
標

92.2% 92.4% 92.7% 94.9% 95.6%

1.5% 1.3% 1.3% 1.2%

28.8% 26.8% 37.0%

8,530

指定管理関連 － － 22,529 11,904 1,276

市
の
援
助
・
市
費
受
入
状
況

72,622 65,760 81,005 71,806 59,472

事業費 9,647 8,485 4,712

委託料（指定管理料含む） 110,634 107,580 89,603 90,487 108,970

49,667

112,020

当期正味財産増加額

254,811

負債・正味財産合計 364,400 368,709 383,738 385,694 392,339

3,159 -6,655 9,127 -1,957 -161

正味財産合計 254,456 247,802 256,929 254,972

正
味
財
産

基本金 112,020 112,020 112,020

63,770

固定負債 59,476 63,488 66,531 70,127 73,757
負
債

流動負債 50,467 57,420 60,278 60,595

負債合計 109,943 120,907 126,809 130,722 137,527

392,339

111,659 107,795 110,951

固定資産 262,809 266,794 272,080 277,898 281,388

流動資産 101,590 101,915

資産合計 364,400 368,709 383,738

3,080 -6,814 9,127 -1,900 -161

78 159 0 -56 0

248,122 252,089 208,827 248,988 283,783

126,303 129,315 129,740 125,638 117,436

4,005 -6,794 10,020 -1,900 -142

252,127 245,295 218,846 247,087 283,641

3,739 3,400 2,694 3,039 3,593

15,722 15,759 12,648 9,616 8,851

248,122 252,089 208,827 248,988 283,783

228,661 232,930 193,484 236,332 271,339

単位：千円

経常収益

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

252,127 245,295 218,846 247,087 283,641
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ウ　改革の方向性

エ　具体的取組

取
組
項
目

目
標

取
組
内
容
（

市
）

取
組
内
容
（

団
体
）

・スポーツの推進と
スポーツを通じた活
力あふれるまちづく
りの実現に向けた役
割や機能の再整理

・スポーツの推進と
スポーツを通じた活
力あふれるまちづく
りの実現に向け、団
体が担うべき役割や
機能の再整理

業務の再編等を進め、他の外郭団体との連携の推進及び統合を含めた効率的・効果的な
事業推進体制を検討する

更なる事業展開に取り組む

◎　団体の専門性や機動力等の強化を図るため、他の外郭団体と連携した事業の実施や
　人事交流等を進めるとともに、統合を含めた効率的・効果的な事業推進体制を検討す
　る。

◎　市が進める「スポーツの推進とスポーツを通じた活力あふれるまちづくりの実現」
　に向け、各種スポーツ大会・スポーツ教室の開催やスポーツ環境の充実を図り、市民
　の誰もが気軽に親しめる「場づくり」を推進する。

◎　多様な主体と連携し、スポーツを生かした地域のにぎわいづくりを推進するため、
　公益社団法人相模原市観光協会などとのスポーツツーリズムの展開や、社会福祉法人
　相模原市社会福祉事業団などとのパラスポーツに関する事業展開について検討する。

◎　中学の運動部活動の地域移行について中学校等と指導者（種目協会等）とのコーデ
　ィネート機能を発揮できるよう、市の動向を踏まえ環境整備に努める。

役割や機能の再整理

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度

外郭団体としての意義や使命を検証した上で、役割や機能を再整理し、より明確にする

・役割や機能の再整
理
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取
組
項
目

目
標

取
組
内
容

取
組
項
目

目
標

取
組
内
容

・ホームタウンチー
ム等との連携による
地域のにぎわいづく
り事業の検討

・社会福祉法人相模
原市社会福祉事業団
等と連携したパラス
ポーツの推進に向け
た事業の検討

・ホームタウンチー
ム等との連携による
地域のにぎわいづく
り事業の展開

・公益社団法人相模
原市観光協会等と連
携したスポーツツー
リズムの事業に向け
た調査・研究

・社会福祉法人相模
原市社会福祉事業団
等と連携したパラス
ポーツの推進に向け
た事業の展開

・個人、高校・大
学、企業・団体、
ホームタウンチーム
等との連携による地
域のにぎわいづくり
事業の検討
・公益社団法人相模
原市観光協会等と連
携したスポーツツー
リズムの事業に向け
た効果的な事業の検
討
・社会福祉法人相模
原市社会福祉事業団
等と連携したパラス
ポーツの推進に向け
た事業の展開

・個人、高校・大
学、企業・団体、
ホームタウンチーム
等との連携による地
域のにぎわいづくり
事業の展開
・公益社団法人相模
原市観光協会等と連
携したスポーツツー
リズムの事業に向け
た効果的な事業の展
開
・社会福祉法人相模
原市社会福祉事業団
等と連携したパラス
ポーツの推進に向け
た事業の展開

多様な主体との連携による事業の推進
（地域のにぎわいづくりやスポーツツーリズムの事業、パラスポーツに関
する事業の展開など）

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度

・多様な主体との連
携による事業の推進

・多様な主体との連
携による事業の推進

・多様な主体との連
携による事業の推進

・多様な主体との連
携による事業の推進

スポーツを定期的に
行う市民の割合目標

値　62％
同　目標値　63％ 同　目標値　64％ 同　目標値　65％

・誰もが気軽に参加
できるスポーツ機会
の創出
・競技力向上に向け
た加盟団体とトップ
アスリートへの支援
・インターネットに
よる情報発信など、
経営計画に基づいた
事業の実施、検証

・誰もが気軽に参加
できるスポーツ機会
の創出
・競技力向上に向け
た加盟団体とトップ
アスリートへの支援
・インターネットに
よる情報発信など、
経営計画に基づいた
事業の実施、検証

・誰もが気軽に参加
できるスポーツ機会
の創出
・競技力向上に向け
た加盟団体とトップ
アスリートへの支援
・インターネットに
よる情報発信など、
経営計画に基づいた
事業の実施、検証

・誰もが気軽に参加
できるスポーツ機会
の創出
・競技力向上に向け
た加盟団体とトップ
アスリートへの支援
・インターネットに
よる情報発信など、
経営計画に基づいた
事業の実施、検証

スポーツの普及啓発、競技力の向上及び健康・体力づくりの推進を目的と
した事業を実施し、競技スポーツ・生涯スポーツ人口の拡大を図る。
（令和４年度　５８．９％）

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度
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取
組
項
目

目
標

取
組
内
容

取
組
項
目

目
標

取
組
内
容

取
組
項
目

目
標

取
組
内
容

・安定した経営基盤
の構築

・安定した経営基盤
の構築

・安定した経営基盤
の構築

・安定した経営基盤
の構築

・経営的視点からの
事業評価の実施など
効率的・効果的な事
業推進
・賛助会費、協賛
金、広告手数料等の
収入や指定管理者制
度導入施設での集客
力向上等による自主
財源の確保
・会計や給与システ
ムの導入・再構築な
どのＩＣＴ化の取組
による業務の省力化
や事務の効率化

・経営的視点からの
事業評価の実施など
効率的・効果的な事
業推進
・賛助会費、協賛
金、広告手数料等の
収入や指定管理者制
度導入施設での集客
力向上等による自主
財源の確保
・会計や給与システ
ムの導入・再構築な
どのＩＣＴ化の取組
による業務の省力化
や事務の効率化

・経営的視点からの
事業評価の実施など
効率的・効果的な事
業推進
・賛助会費、協賛
金、広告手数料等の
収入や指定管理者制
度導入施設での集客
力向上等による自主
財源の確保
・会計や給与システ
ムの導入・再構築な
どのＩＣＴ化の取組
による業務の省力化
や事務の効率化

・経営的視点からの
事業評価の実施など
効率的・効果的な事
業推進
・賛助会費、協賛
金、広告手数料等の
収入や指定管理者制
度導入施設での集客
力向上等による自主
財源の確保
・会計や給与システ
ムの導入・再構築な
どのＩＣＴ化の取組
による業務の省力化
や事務の効率化

・他の外郭団体と連
携した事業や人事交
流等の連携方策の検
討

・他の外郭団体と連
携した事業や人事交
流等の連携方策の協
議、調整
・他の外郭団体との
統合を含めた効率
的・効果的な事業推
進体制の検討

・他の外郭団体と連
携した事業の実施や
人事交流等の連携の
推進
・他の外郭団体との
統合を含めた効率
的・効果的な事業推
進体制の検討

・他の外郭団体と連
携した事業の実施や
人事交流等の連携の
推進
・他の外郭団体との
統合を含めた効率
的・効果的な事業推
進体制の方針決定

安定した経営基盤の構築

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度

他の外郭団体と連携した事業の実施や人事交流等の連携の推進及び統合を
含めた効率的・効果的な事業推進体制の検討

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度

効率的・効果的な事
業推進体制の検討

効率的・効果的な事
業推進体制の検討

効率的・効果的な事
業推進体制の検討

効率的・効果的な事
業推進体制の決定

・中学の運動部活動
の地域移行に向けた
取組

・中学の運動部活動
の地域移行に向けた
取組

・中学の運動部活動
の地域移行に向けた
取組

・中学の運動部活動
の地域移行に向けた
取組

・部活動の地域移行
に関わる審議会への
参画
・加盟団体等とのヒ
アリングの実施

・部活動の地域移行
に関わる審議会への
参画
・加盟団体等とのヒ
アリングの実施
・指導者の育成・指
導の検討

・地域のスポーツ団
体等や学校と連携し
た取組の実施

・指導者の育成・指
導

・地域のスポーツ団
体等や学校と連携し
た取組の実施

・指導者の育成・指
導

中学の運動部活動の地域移行に向けた取組

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度
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取
組
項
目

目
標

取
組
内
容

職員資質の向上 職員資質の向上 職員資質の向上 職員資質の向上

・専門委員会の見直
しの検討
・目標管理制度を活
用した人材育成と組
織の活性化
・専門性と機動力を
生かした新たな事業
展開に向けた研修派
遣や人事交流の検
討、実施

・専門委員会の見直
しの検討、協議
・目標管理制度を活
用した人材育成と組
織の活性化
・専門性と機動力を
生かした新たな事業
展開に向けた研修派
遣や人事交流の検
討、実施

・専門委員会の見直
しの実施
・目標管理制度を活
用した人材育成と組
織の活性化
・専門性と機動力を
生かした新たな事業
展開に向けた研修派
遣や人事交流の検
討、実施

・目標管理制度を活
用した人材育成と組
織の活性化
・専門性と機動力を
生かした新たな事業
展開に向けた研修派
遣や人事交流の検
討、実施

組織の活性化と人材育成の強化

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度
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ア　団体概要

千円 千円

　

市派遣 0
市退職
職員 1 市職員 1

市派遣 0
市退職
職員 0 市職員 0

団体名 公益財団法人相模原市勤労者福祉サービスセンター

嘱託職員

200,000

本市所管課

2

ホームページ

うち市の出資額

事業内容

１　勤労者等の生活の安定に資する事業
２　勤労者等の健康の維持増進に資する事業
３　勤労者等の自己啓発に資する事業
４　勤労者等の財産形成に資する事業
５　勤労者等の余暇活動に資する事業
６　勤労者等の生涯生活の安定に資する事業
７　勤労者等の活動を支援する施設に係る管理運営事業
８　その他センターの目的を達成するために必要な事業

職員数
R5.4.1時点

6

市覚書職員

11
合　計

11

80,000 市の出資率 40.0%基本財産

設立目的

相模原市内の企業に勤務する勤労者と事業主及び相模原市内に居住し市外の企
業に勤務する勤労者等に対し、総合的な福祉事業を行うことにより、勤労者等
の福祉の向上を図り、もって産業の振興及び地域社会の活性化に寄与すること
を目的とする。

2
合　計

1
非常勤

10

他法人等の派遣職員 0

合　計

0

法人採用正規職員

https://www.ajisaimeitsu.or.jp/　https://sunyell-sagamihara.jp/

環境経済局　産業・雇用対策課

理　事 常勤

監　事 常勤
0

非常勤

所在地 相模原市緑区西橋本５丁目４番２０号

団体の基本的な特徴

１　中小企業勤労者の福祉の向上のため組織されていた任意団体の「中小企業
　共済会」が発展し、平成２年に法人格を取得したものである。
２　中小企業の振興と発展並びに地域社会の活性化に寄与するため、市と中小
　企業共済会の出資により設立された財団法人である。
３　市の労働行政の重要な役割を果たすべき法人として、財政的援助を得てい
　る。
４　平成２４年４月１日に公益財団法人に移行した。

役員数
R5.4.1時点

17

（７）公益財団法人相模原市勤労者福祉サービスセンター
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イ　過去５年間の決算の推移

0

－

260,383

285,250

-24,867

260,383

285,250

0

33,113

－ 15,330

200,000

36,224

-10,865

624,202

51,578 45,798

36,224 32,700

56,537

624,202 612,648 586,173 575,308

32,077

-10,495 -30,286

60,298

0

61,249

315,877

200,000

13,098

31,019

538,687

-37,655

0

34,830

200,000

0

32,919

-8,955

38,845

485,022538,134

538,687

0

48,039

313,010

市
の
援
助
・
市
費
受
入
状
況

事業費

指定管理関連

36,224

24,407

29,788委託料（指定管理料含む）

0

0

貸
借
対
照
表

負債・正味財産合計

当期正味財産増加額 -24,867

負債合計

資
産

負
債

流動資産

567,665

基本金

53,891

207,048

流動負債

200,000

32,077

正
味
財
産 正味財産合計 592,125

固定負債 0

283,292

320,927

-37,635

283,292

令和元年度 令和４年度令和２年度 令和３年度

53,664

66,814

282,564

000

305,402

291,498

-8,935

282,564

291,498

305,402

315,877

-10,495

77,711

平成30年度

-10,475

87,897

214,651

-24,867

280,673

313,010

-32,337

17,937 18,379

77,287 78,847 79,166 76,593 79,451

-30,286 -37,655

198,034 231,438 215,399

67,688 65,311

320,927

280,673

6.3% 7.2% 6.3% 6.5%

200,000

25.8% 28.2% 27.1% 28.0%

57,614

0

542,389 504,733581,630 551,343

57,277

0

0 0

0 0

4,439

36,224

11.9% 18.4% 16.2% 13.3%

指
標

69.4% 73.3% 68.8% 71.0% 66.9%

23.7% 20.7% 24.8% 22.9% 27.4%

管理費率 7.5%

人件費率 29.7%

13.9%

19,528 19,128 20,119

単位：千円

11,817 0 24 0 0

25.4% 31.6% 40.2% 36.6% 33.5%

33,953

0

573,804

612,648

0

37,552

31,019 34,830 32,919

586,173

521,417

575,308

33,953

経常収益

経常費用

公益目的事業費

収益事業費

管理費

当期経常増減額

収益合計

費用合計

人件費

委託料除く

当期一般正味財産増減

当期指定正味財産増減

補助金

管理費

交付金

負担金

公益目的事業比率

収益事業比率

市への財政依存度

固定資産

資産合計
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ウ　改革の方向性

エ　具体的取組

取
組
項
目

目
標

取
組
内
容
（

市
）

取
組
内
容
（

団
体
）

外郭団体としての意義や使命の検証を行い役割や機能を明確にした上で、団体の使命や
役割・機能を果たすために最も適した効率的・効果的な事業推進体制を構築する

引き続き経営効率化に取り組む

既存事業の見直しに取り組む

・市や他の産業支援
機関との新たな連携
方策の検討、実施

・市が団体に求める
ことの整理
・団体が担うべき役
割や機能の再検証及
び事業の評価、再整
理
・市や他の産業支援
機関との役割・機能
分担の検討、決定
・団体の使命や役
割・機能を果たすた
めに最も適した効率
的・効果的な事業推
進体制の検討

・団体の使命や役
割・機能を果たすた
めに最も適した効率
的・効果的な事業推
進体制の検討、調整

・団体の使命や役
割・機能を果たすた
めに最も適した効率
的・効果的な事業推
進体制の方針確定

団体の使命や役割・機能を果たすために最も適した効率的・効果的な事業
推進体制の構築

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度

・新たな連携方策の
検討、実施

・効率的・効果的な
事業推進体制の検討

・効率的・効果的な
事業推進体制の検
討、調整

・効率的・効果的な
事業推進体制の方針
決定

◎　勤労者福祉の更なる充実や総合的で強力な地域経済の振興・支援体制の構築に向
　け、市が明確にする団体及び市と他の産業支援機関の果たすべき使命や役割、機能を
　踏まえ、団体が他の産業支援機関との共同事業の実施などの連携を図りながら、市と
　ともに必要に応じて他の産業支援機関との事務事業の移管や統合などを含めた検討を
　行い、団体の使命や役割、機能を果たすために最も適した効率的・効果的な事業推進
　体制を構築する。

◎　あじさいメイツ・プラン２０２８に基づき今後も安定した財政運営を続けられるよ
　う、収支相償に向けた取組を引き続き推進する。

◎　変化する会員ニーズや労働、雇用環境に対応した魅力のある事業実施や既存のサー
　ビス内容の見直しに取り組むとともに、ＰＲ活動を行うことで会員拡大に努め、会費
　収入や福利厚生事業収入の増加につなげる。

・市や他の産業支援
機関との新たな連携
方策の検討、実施

・市や他の産業支援
機関との新たな連携
方策の検討、実施
・団体の使命や役
割・機能を果たすた
めに最も適した効率
的・効果的な事業推
進体制の検討

・市や他の産業支援
機関との新たな連携
方策の検討、実施
・団体の使命や役
割・機能を果たすた
めに最も適した効率
的・効果的な事業推
進体制の検討、調整

・市や他の産業支援
機関との新たな連携
の実施
・団体の使命や役
割・機能を果たすた
めに最も適した効率
的・効果的な事業推
進体制の方針決定
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取
組
項
目

目
標

取
組
内
容

取
組
項
目

目
標

取
組
内
容

取
組
項
目

目
標

取
組
内
容

安定的で持続可能な
組織運営体制の充実

・配置転換や世代交
代を加味した計画的
な人材育成や職員採
用
・職員のスキルアッ
プや経営感覚の養成
等に繋がる研修等の
充実
・職員評価制度の実
施

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度

安定的で持続可能な
組織運営体制の充実

・配置転換や世代交
代を加味した計画的
な人材育成や職員採
用
・職員のスキルアッ
プや経営感覚の養成
等に繋がる研修等の
充実
・職員評価制度の実
施

安定的で持続可能な
組織運営体制の充実

・配置転換や世代交
代を加味した計画的
な人材育成や職員採
用
・職員のスキルアッ
プや経営感覚の養成
等に繋がる研修等の
充実
・職員評価制度の実
施

安定的で持続可能な
組織運営体制の充実

・配置転換や世代交
代を加味した計画的
な人材育成や職員採
用
・職員のスキルアッ
プや経営感覚の養成
等に繋がる研修等の
充実
・職員評価制度の実
施

人材育成の強化、計画的な職員採用、雇用環境の見直し

・あじさいメイツ・
プラン２０２８に基
づき年度毎の加入促
進計画を策定
・効果的な会員勧誘
活動の推進
・会員ニーズや変化
する労働、雇用環境
に対応した事業の実
施、検証、見直し検
討

・あじさいメイツ・
プラン２０２８に基
づき年度毎の加入促
進計画を策定
・効果的な会員勧誘
活動の推進
・会員ニーズや変化
する労働、雇用環境
に対応した事業の実
施、検証、見直し検
討

・あじさいメイツ・
プラン２０２８に基
づき年度毎の加入促
進計画を策定
・効果的な会員勧誘
活動の推進
・会員ニーズや変化
する労働、雇用環境
に対応した事業の実
施、検証、見直し検
討

・あじさいメイツ・
プラン２０２８に基
づき年度毎の加入促
進計画を策定
・効果的な会員勧誘
活動の推進
・会員ニーズや変化
する労働、雇用環境
に対応した事業の実
施、検証、見直し検
討

会員数20,000人 会員数20,000人 会員数20,000人 会員数20,000人

魅力ある事業の提供と周知による会員拡大の推進
（令和４年度末会員数19,881人）

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度

・あじさいメイツ・
プラン２０２８に基
づく収支相償に向け
た取組の実施

・あじさいメイツ・
プラン２０２８に基
づく収支相償に向け
た取組の実施

・あじさいメイツ・
プラン２０２８に基
づく収支相償に向け
た取組の実施

・あじさいメイツ・
プラン２０２８に基
づく収支相償に向け
た取組の実施

収支相償に向けた取組及び安定した財政運営

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度

安定的な財政運営 安定的な財政運営 安定的な財政運営 安定的な財政運営
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ア　団体概要

千円 千円

　

市派遣 0
市退職
職員 1 市職員 1

市派遣 0
市退職
職員 0 市職員 0

職員数
R5.4.1時点

法人採用正規職員 3 嘱託職員 7
合　計 10

他法人等の派遣職員 0 市覚書職員 0

団体の基本的な特徴

１　当初、産業界からの要望を受けて建設された産業会館の管理運営を行うと
　ともに、各種産業経済情報の収集・提供等を行うことを目的に、産業界（商
　工会議所）と市の出捐のもと設置された。
２　政令指定都市に移行した相模原市の経済施策を担う産業支援機関としての
　役割を果たせるよう、財団法人相模原市産業振興財団経営計画（第三次）に
　て、企業の抱える専門的な課題にも対応できるよう、組織の機能強化を図る
　ことが定められた。
３　平成２４年４月に公益財団法人へ移行した。
４　平成２６年４月より、相模原市立産業会館の指定管理を受託している。

役員数
R5.4.1時点

理　事 常勤
1

非常勤

6
合　計

7

2
監　事 常勤

0
非常勤

2
合　計

設立目的
相模原市及び周辺地域における産業の振興を図るため、経営の安定と発展、産
業人材の確保と育成、国際化や情報化の促進等の事業を行い、もって地域経済
の発展に寄与することを目的とする。

事業内容

１　中小企業の経営の安定と発展に向けた事業
２　産業人材の確保・育成事業
３　国際化の促進や情報の収集発信に関する事業
４　創業及び新事業創出の支援に関する事業
５　地域経済の振興に関する事業
６　その他この法人の目的を達成するために必要な事業

基本財産 200,000 うち市の出資額 80,000 市の出資率 40.0%

（８）公益財団法人相模原市産業振興財団

団体名 公益財団法人相模原市産業振興財団

所在地 相模原市中央区中央３丁目１２番３号

ホームページ https://www.ssz.or.jp/

本市所管課 環境経済局　産業支援課
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イ　過去５年間の決算の推移

当期指定正味財産増減

補助金

管理費

交付金

負担金

公益目的事業比率

収益事業比率

市への財政依存度

委託料除く

管理費率

貸
借
対
照
表

資
産

当期正味財産増加額

負
債

流動負債

資産合計

固定資産

経常費用

公益目的事業費

収益事業費

管理費

当期経常増減額

収益合計

費用合計

人件費

当期一般正味財産増減

24,878 25,287 20,730 21,089 20,852

87.1% 88.7% 90.6% 89.2% 86.8%

5.9%

12.2% 12.6% 12.0% 11.8% 11.5%

人件費率 33.6% 34.6% 41.5% 42.8% 41.9%

指
標

80.9% 82.5% 82.5% 82.6% 82.7%

7.4% 5.2% 5.0% 5.1%

36.3% 36.2% 40.4% 40.8% 39.0%

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

44,367 45,721

指定管理関連 － － 10,343 7,700 4,300

市
の
援
助
・
市
費
受
入
状
況

75,580 73,680 71,206 73,156 70,874

事業費 50,702 48,393 40,133

委託料（指定管理料含む） 105,603 106,977 88,328 86,660 87,100

257,192

負債・正味財産合計 262,496 263,071 285,938 284,626 289,276

-8,573 -20,082 22,440 36,724 -42,306

正味財産合計 238,265 240,258 251,507 259,216

正
味
財
産

基本金 200,719 200,719

1,855 2,360 2,899

23,313 21,439 32,576 23,050

負債合計 24,231 22,813 34,431 25,410

230,627 230,535 230,651 231,141 232,195

流動資産 31,869 32,536

200,719

284,626 289,276

55,287 53,485 57,081

32,084

200,719 200,719

262,496 263,071 285,938

29,185

固定負債 917 1,373

-8,573 -20,082 22,440 36,724 -42,306

0 0 0 0 0

208,852 201,600 164,835 171,489 183,930

69,844 70,369 72,189 76,710 76,309

-858 2,013 9,302 7,729 -2,004

207,994 203,613 176,104 179,219 181,926

15,470 10,395 8,216 8,795 10,922

25,304 25,633 20,818 21,198 20,902

208,852 201,600 164,835 171,489 183,930

168,907 166,234 135,934 141,606 152,106

単位：千円

経常収益

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

207,994 203,613 174,137 179,219 181,926
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ウ　改革の方向性

市の産業施策と連携し、社会情勢や将来を見据えた、的確な市内中小企業の支援に取り
組む。

引き続き経営効率化に取り組む　

市と団体において、既存事業の見直しに取り組む　

◎　市において、団体に求める役割、機能を明確にした上で、必要な業務の再編等を進
　める。団体においては、他の産業支援機関との共同事業等の実施などの連携の強化を
　図りながら、必要に応じて市とともに他の産業支援機関との統合や事務事業の移管な
　どを含めた検討を行い、団体の役割や機能を果たすために最も適した効率的・効果的
　な事業推進体制を構築する。

◎　市内中小ものづくり企業への個別訪問による経営課題の発掘と解決に向けた相談業
　務を継続するとともに、今後とも新規訪問による支援先企業の拡大に取り組む。ま
　た、個別訪問等による支援対象業種の拡大について市とともに検討する。

◎　国際化の進展を踏まえ、市内企業の海外展開を強化する支援事業を市とともに検討
　する。

◎　管理部門の業務効率化に取り組む。

総合的で強力な地域経済の振興・支援体制の構築に向け、市において、団体の意義や使
命を検証した上で、市と団体、他の産業支援機関の役割や機能を明確化するとともに、
市と団体において、必要に応じて他の産業支援機関との統合や事務事業の移管などを含
めた検討を行い、団体の使命を果たすために最も適した効率的・効果的な事業推進体制
を構築する。
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エ　具体的取組

取
組
項
目

目
標

取
組
内
容
（

市
）

取
組
内
容
（

団
体
）

・他の産業支援機関
との連携の強化
・市が行う市、団
体、株式会社さがみ
はら産業創造セン
ター、相模原商工会
議所が担うべき役
割・機能検討への参
画

・他の産業支援機関
との連携の強化
・市が明確化した
市、団体、株式会社
さがみはら産業創造
センター、相模原商
工会議所が担うべき
役割・機能をもと
に、他の産業支援機
関との統合や事務事
業の移管などを含め
た団体に最も適した
効率的・効果的な事
業推進体制の構築に
向けた調整
・団体が担うべき役
割・機能を踏まえた
業務の再編、効果的
な事業展開の検討

・他の産業支援機関
との統合や事務事業
の移管などを含めた
団体に最も適した効
率的・効果的な事業
推進体制の構築に向
けた調整

・市が明確化した団
体が担うべき役割・
機能を踏まえた業務
の再編、効果的な事
業展開に向けた調整

・団体に最も適した
効率的・効果的な事
業推進体制の決定
・団体に最も適した
効率的・効果的な事
業推進体制の準備

・業務の再編、効果
的な事業展開の決定

・市が団体に求める
ことの整理
・団体の役割や機
能、事業実績の評価
・市、団体、株式会
社さがみはら産業創
造センター、相模原
商工会議所が担うべ
き役割・機能の検討

・市、団体、株式会
社さがみはら産業創
造センター、相模原
商工会議所が担うべ
き役割・機能の明確
化
・他の産業支援機関
との統合や事務事業
の移管などを含めた
団体に最も適した効
率的・効果的な事業
推進体制の構築に向
けた調整

・他の産業支援機関
との統合や事務事業
の移管などを含めた
団体に最も適した効
率的・効果的な事業
推進体制の構築に向
けた調整

・団体に最も適した
効率的・効果的な事
業推進体制の方針確
定
・団体に最も適した
効率的・効果的な事
業推進体制の準備支
援

地域経済の振興に最も適した効率的・効果的な事業推進体制の構築

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度

・団体の意義、使命
の検証、役割、機能
の検討

・団体の意義、使命
の検証、役割、機能
の明確化
・団体に最も適した
効率的・効果的な事
業推進体制の構築に
向けた調整

・団体に最も適した
効率的・効果的な事
業推進体制の構築に
向けた調整

・団体に最も適した
効率的・効果的な事
業推進体制の決定
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取
組
項
目

目
標

取
組
内
容

取
組
項
目

目
標

取
組
内
容
（

市
）

取
組
内
容
（

団
体
）

・市内中小企業の
ニーズ等の収集
・海外展開支援の強
化に向けた事業の検
討・実施

・市内中小企業の
ニーズ等の収集
・海外展開支援の強
化に向けた事業の検
討・実施

・市内中小企業の
ニーズ等の収集
・海外展開支援の強
化に向けた事業の実
施

・市内中小企業の
ニーズ等の収集
・海外展開支援の強
化に向けた事業の実
施

・市とともに市内中
小企業のニーズ等の
収集
・市が行う海外展開
支援の強化に向けた
事業検討への参画、
市が実施する事業の
円滑な遂行

・市とともに市内中
小企業のニーズ等の
収集
・市が行う海外展開
支援の強化に向けた
事業検討への参画、
市が実施する事業の
円滑な遂行

・市とともに市内中
小企業のニーズ等の
収集
・市が実施する事業
の円滑な遂行

・市とともに市内中
小企業のニーズ等の
収集
・市が実施する事業
の円滑な遂行

市内中小企業のニーズに応じた海外展開支援の強化

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度

・企業ニーズ等の情
報把握
・支援強化施策の検
討、実施

・企業ニーズ等の情
報把握
・支援強化施策の検
討、実施

・企業ニーズ等の情
報把握
・支援強化施策の実
施

・企業ニーズ等の情
報把握
・支援強化施策の実
施

・企業の相談・訪問
件数　５２０件（内
新規４０社）

・企業の相談・訪問
件数　５２０件（内
新規４０社）

次期中期経営計画に
おいて定める

次期中期経営計画に
おいて定める

・市内中小ものづく
り企業への個別訪問
による経営課題の発
掘と解決に向けた相
談業務を継続
・登録事業所に対す
る個別経営課題解決
のための継続的な支
援
・支援先拡大のため
の新規訪問
・支援対象業種の拡
大の検討

・市内中小ものづく
り企業への個別訪問
による経営課題の発
掘と解決に向けた相
談業務を継続
・登録事業所に対す
る個別経営課題解決
のための継続的な支
援
・支援先拡大のため
の新規訪問
・支援対象業種の拡
大の検討

次期中期経営計画に
おいて定める

次期中期経営計画に
おいて定める

新規訪問による支援先企業の拡大及び支援対象業種の拡大の検討

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度
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取
組
項
目

目
標

取
組
内
容

取
組
項
目

目
標

取
組
内
容

取
組
項
目

目
標

取
組
内
容

・職員の能力向上 ・職員の能力向上 ・職員の能力向上 ・職員の能力向上

・職員評価制度等の
検討、実施
・市内企業の支援等
に係る専門性のある
人材等の計画的な採
用及び継続雇用の推
進

・職員評価制度等の
検討、実施
・市内企業の支援等
に係る専門性のある
人材等の計画的な採
用及び継続雇用の推
進

・職員評価制度等の
検討、実施
・市内企業の支援等
に係る専門性のある
人材等の計画的な採
用及び継続雇用の推
進

・職員評価制度等の
検討、実施
・市内企業の支援等
に係る専門性のある
人材等の計画的な採
用及び継続雇用の推
進

・市と財団において
活用が見込まれる国
の補助金等の情報を
積極的に収集し獲得
を目指すとともに、
団体においては寄附
金を募るなど、自主
財源を確保する。

・市と財団において
活用が見込まれる国
の補助金等の情報を
積極的に収集し獲得
を目指すとともに、
団体においては寄附
金を募るなど、自主
財源を確保する。

・市と財団において
活用が見込まれる国
の補助金等の情報を
積極的に収集し獲得
を目指すとともに、
団体においては寄附
金を募るなど、自主
財源を確保する。

・市と財団において
活用が見込まれる国
の補助金等の情報を
積極的に収集し獲得
を目指すとともに、
団体においては寄附
金を募るなど、自主
財源を確保する。

人材の育成・確保の強化

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度

新たな収益の確保

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度

・国補助金や寄附金
等の確保、活用

・国補助金や寄附金
等の確保、活用

・国補助金や寄附金
等の確保、活用

・国補助金や寄附金
等の確保、活用

管理費率１１．２％ 管理費率１０．９％ 管理費率１０．６％ 管理費率１０．３％

・管理部門の業務効
率化手法の検討と実
施

・管理部門の業務効
率化手法の検討と実
施

・管理部門の業務効
率化手法の検討と実
施

・管理部門の業務効
率化手法の検討と実
施

管理業務の効率化及び管理費割合の低減（令和４年度　１１．５％）

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度
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ア　団体概要

千円 千円

　

市派遣 0
市退職
職員 1 市職員 1

市派遣 0
市退職
職員 0 市職員 0

団体名 社会福祉法人相模原市社会福祉協議会

嘱託職員

11,000

本市所管課

2

ホームページ

うち市の出資額 0 市の出資率 0.0%基本財産

設立目的
相模原市における社会福祉事業その他の社会福祉を目的とする事業の健全な発
達及び社会福祉に関する活動の活性化により、地域福祉の推進を図ることを目
的とする。

事業内容

2
合　計

https://www.sagamiharashishakyo.or.jp/

健康福祉局　地域包括ケア推進部　地域包括ケア推進課

１　社会福祉を目的とする事業の企画及び実施
２　社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助
３　社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助
　成
４　１から３のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必
　要な事業
５　保健医療、教育その他の社会福祉と関連する事業との連絡
６　共同募金事業への協力
７　ボランティア活動及び市民福祉活動の振興を目的とする事業の企画及び実
　施
８　日常生活自立支援事業
９　成年後見事業
10　ひとり暮らし高齢者等給食サービス事業
11　ファミリー・サポート・センター事業
12　生活資金一時貸付事業
13　ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業
14　認定生活困窮者就労訓練事業
15　生活支援体制整備事業
16　その他この法人の目的達成のため必要な事業

職員数
R5.4.1時点

合　計

13

0

法人採用正規職員

他法人等の派遣職員 0

合　計

常勤
0

非常勤

理　事 常勤
1

非常勤
12

監　事

51

市覚書職員

8

所在地 相模原市中央区富士見６丁目１番２０号

団体の基本的な特徴

１　活動目的：社会福祉法に基づく地域福祉の推進
２　活動内容
　・市民に対する福祉への理解の促進、地区社会福祉協議会やボランティア等
　　による住民福祉活動への支援
　・市民と協働した各種住民参加推進事業の実施
　・課題を抱える世帯・個人への相談・支援
　・市からの補助、受託事業の実施
３　組織体系：市内の社会福祉事業者やボランティアを行う住民が参画してい
　る。

役員数
R5.4.1時点

59

（９）社会福祉法人相模原市社会福祉協議会
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イ　過去５年間の決算の推移

84.5%

社会福祉事業比率

公益事業費支出比率

収益事業費比率

市への財政依存度

委託料除く

362,139 367,726 365,060 365,185

77.3% 83.5% 79.5% 81.3%

84.3%

15.5%

69.5%

0.1%

単位：千円

社会福祉事業費

公益事業費

収益事業費

人件費

補助金

管理費

交付金

負担金

363,667

182,828

6,250

655,288

196,352 156,225

1,138,221

流動資産

経常増減差額

収益合計

費用合計

当期活動増減差額

固定資産

資産合計

資
産

経常収益

経常費用

46.9%

156,504

560,274 555,988

188,965 183,736

11,000

1,606,182

0

862,869

1,850,925

851,640

11,000

735,566 658,945

負
債

純
資
産

基本金

流動負債

11,000

75.3%

1,188,970 1,231,114

579,341

55.6%

1,099,664 1,137,810

1,166,244 974,288 1,014,227

平成30年度

1,006,524 986,560

1,140,953

令和元年度 令和４年度

1,016,573 826,284 855,208

1,148,895

919,561

1,175,693

171,580

-26,906

691,289

271,526

11,000

146,740 157,578

716,771

1,015,952

-27,667

1,439 1,325 1,264 1,440

32,236

1,030,185

-28,434

1,138,149

市
の
援
助
・
市
費
受
入
状
況

事業費

指定管理関連

549,448 588,971

187,309

355,146 364,546委託料（指定管理料含む）

－

0

221,246

－

267,256

令和２年度 令和３年度

244,743

52,595

1,166,583

-30,512

987,138

貸
借
対
照
表

次期繰越活動増減差額 -14,953 -9,786

733,737 755,355 699,895 743,152

1,632

-41,290

1,141,755

1,167,4011,150,365

1,850,925

990,759 976,602

162,912 148,346

-32,894

2,038,563

290,099

1,750,511

17,753

2,040,610

261,203

1,767,0361,812,558

2,073,761

負債・純資産合計

純資産合計 1,154,200

負債合計

固定負債

指
標

86.2% 85.6% 87.2% 84.8%

13.6% 14.3% 12.7% 15.1%

人件費率 63.0% 66.7%

0.1% 0.1% 0.1% 0.1%

51.6% 49.2% 54.0%

66.4%

2,038,563 2,040,610 1,966,680

25,09422,211

1,699,425

1,966,680

1,191,980

499,520

159,425

344,669 281,566

0 0 0

0

548,594

0

285,210

0 0 0

7,068 2,100

-31,250

974,288

-10,674

1,170,468

745,541

174,019

11,000

2,073,761
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ウ　改革の方向性

エ　具体的取組

取
組
項
目

目
標

取
組
内
容
（

市
）

取
組
内
容
（

団
体
）

・団体が担うべき役
割や機能、事業の再
整理

・役割や機能、事業
の再整理

団体の役割や機能の再整理

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度

・団体の役割や機能
の再整理

更なる事業展開に取り組む

◎　事業の精査・見直しを進めながら、市内２２地区に配置したコミュニティソーシャ
　ルワーカーの活動を通じて発掘された福祉課題を地域で解決できるよう支援体制を強
　化するとともに、需要の高い福祉課題については市と連携を図りながら、事業の受託
　など新たな事業展開に対応できるよう体制を整える。

◎　地域共生社会の実現に向けた社会福祉法の改正等により、包括的な支援体制の整備
　が求められており、地域福祉を推進する団体として、また市の福祉施策を推進するパ
　ートナーとして、社会状況の変化に応じた新たな事業展開を図る。

◎　当期活動増減差額の赤字が続いていることから、収支均衡に向けて自主財源の確保
　や業務効率化等、具体的で実効性のある取組を進める。

◎　賛助会費収入について、集金方法の見直しを図り、今後も賛助会費を確保するため
　の取組を検討する。

◎　会長職については福祉分野に精通した人材を広く求め、社会福祉法人等の経営ノウ
　ハウを含めた適切な知見を有する人材の登用を積極的に検討する。

外郭団体としての役割や機能を再整理し、より明確にする

引き続き経営効率化に取り組む
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取
組
項
目

目
標

取
組
内
容

取
組
項
目

目
標

取
組
内
容

・ネットワークによ
る福祉課題の解決に
向けた取組の推進

市民による福祉活動促進に係る事業等の強化を図る。中圏域、大圏域につ
いては、市民福祉活動団体が把握する福祉課題や団体が抱える運営課題の
解決に向け、ボランティアセンターによる支援体制を強化し、課題に応じ
た連携・協働の場づくりを進める。

令和７年度 令和８年度 令和９年度

・「孤立・孤独の予
防、解消」に向け
た、ふれあい・いき
いきサロンなど小地
域支えあい活動の促
進
・地区社協と福祉事
業者との連携・協働
による取組の実施、
実践事例に関する情
報収集と共有
・地域に潜在する福
祉課題や今日的な福
祉課題の解決に向け
た新たな取組の検
討・実施

令和８年度

・一人ひとりが活躍
できる参加の場づく
り
・人材共有の仕組み
づくり
・コーディネート力
の向上

・「孤立・孤独の予
防、解消」に向け
た、ふれあい・いき
いきサロンなど小地
域支えあい活動の促
進
・地区社協と福祉事
業者との連携・協働
による取組の実施、
実践事例に関する情
報収集と共有
・地域に潜在する福
祉課題や今日的な福
祉課題の解決に向け
た新たな取組の検
討・実施

令和９年度

・一人ひとりが活躍
できる参加の場づく
り
・人材共有の仕組み
づくり
・コーディネート力
の向上

・「孤立・孤独の予
防、解消」に向け
た、ふれあい・いき
いきサロンなど小地
域支えあい活動の促
進
・地区社協と福祉事
業者との連携・協働
による取組の実施、
実践事例に関する情
報収集と共有
・地域に潜在する福
祉課題や今日的な福
祉課題の解決に向け
た新たな取組の検
討・実施

市民による福祉活動促進に係る事業等の強化を図る。小圏域については、
２２地区ごとの個別支援及び地域支援の専任担当者コミュニティソーシャ
ルワーカー（ＣＳＷ）による支援体制を強化し、地域にある福祉課題の解
決に向け、小地域支えあい活動と福祉事業者とのネットワーク化を進める
とともに、小地域支えあい活動の促進を図る。

・多様な社会資源と
のネットワークづく
り
・福祉課題の把握と
共有

・生活困窮者支援や
子どもの居場所づく
り等に取り組む市民
福祉活動団体や企業
等による運営課題・
福祉課題をキーワー
ドとしたプラット
フォームや課題解決
に向けた企業・法人
等との連携の場づく
りの推進

・多様な社会資源と
のネットワークづく
り
・福祉課題の把握と
共有

・生活困窮者支援や
子どもの居場所づく
り等に取り組む市民
福祉活動団体や企業
等による運営課題・
福祉課題をキーワー
ドとしたプラット
フォームや課題解決
に向けた企業・法人
等との連携の場づく
りの推進

・ネットワークによ
る福祉課題の解決に
向けた取組の推進

・生活困窮者支援や
子どもの居場所づく
り等に取り組む市民
福祉活動団体や企業
等が抱える運営課
題・福祉課題の解決
に向けた新たな取組
の推進

令和６年度

・生活困窮者支援や
子どもの居場所づく
り等に取り組む市民
福祉活動団体や企業
等が抱える運営課
題・福祉課題の解決
に向けた新たな取組
の推進

・「孤立・孤独の予
防、解消」に向け
た、ふれあい・いき
いきサロンなど小地
域支えあい活動の促
進
・地区社協と福祉事
業者との連携・協働
による取組の実施、
実践事例に関する情
報収集と共有
・地域に潜在する福
祉課題や今日的な福
祉課題の解決に向け
た新たな取組の検
討・実施

令和６年度

・一人ひとりが活躍
できる参加の場づく
り
・多様な人材の把握

・地域の情報流通

令和７年度

・一人ひとりが活躍
できる参加の場づく
り
・多様な人材の把握

・地域の情報流通
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取
組
項
目

目
標

取
組
内
容

取
組
項
目

目
標

取
組
内
容

令和９年度

・集金方法の課題把
握に向けた調査・研
究

・集金方法の課題把
握に向けた調査・研
究

・効果的な集金方法
の見直し

・新たな集金方法の
実施

・賛助会費の集金方
法の見直し検討

・賛助会費の集金方
法の見直し検討

・賛助会費の集金方
法の見直し

・新たな方法による
賛助会費の集金

賛助会費の集金方法の見直し

自主財源確保及び市民の福祉活動への参加を目的とした寄附促進事業の強
化を図るとともに、職員人件費及び事務所維持等の経費である管理運営費
の収支均衡に向け事務事業経費の見直しを図る。一般市民にとって寄附し
やすい環境を整備し、また企業・法人にとっては、企業の本業を生かした
寄附活動の促進を図る。

令和６年度

・寄附金収入700万
円
・運営費の赤字縮減
▲100万円

・企業等による「寄
附付き商品」等本業
を生かした寄附の促
進
・企業・法人による
実践事例の収集・発
信
・キャッシュレス募
金等の仕組みによる
寄附活動の実施
・遺贈寄附促進に向
けた取組（士業等関
係団体との連携促
進、遺贈寄附促進に
向けた終活セミナー
等市民啓発事業の実
施、パンフレットの
作成・配布）の実施
・寄附継続に向けた
サンクスレターの定
期的な発行及び本会
ホームページや広報
紙等を活用した企
業・法人のPRの実施
・事務事業の見直し
・独自給与体系の導
入検討

令和７年度

・寄附金収入800万
円
・運営費の赤字縮減
▲100万円

・企業等による「寄
附付き商品」等本業
を生かした寄附の促
進
・企業・法人による
実践事例の収集・発
信
・キャッシュレス募
金等の仕組みによる
寄附活動の実施
・遺贈寄附促進に向
けた取組（士業等関
係団体との連携促
進、遺贈寄附促進に
向けた終活セミナー
等市民啓発事業の実
施、パンフレットの
作成・配布）の実施
・寄附継続に向けた
サンクスレターの定
期的な発行及び本会
ホームページや広報
紙等を活用した企
業・法人のPRの実施
・事務事業の見直し
・独自給与体系の導
入検討

令和８年度

・寄附金収入900万
円
・運営費の赤字縮減
▲100万円

・企業等による「寄
附付き商品」等本業
を生かした寄附の促
進
・企業・法人による
実践事例の収集・発
信
・キャッシュレス募
金等の仕組みによる
寄附活動の実施
・遺贈寄附促進に向
けた取組（士業等関
係団体との連携促
進、遺贈寄附促進に
向けた終活セミナー
等市民啓発事業の実
施、パンフレットの
作成・配布）の実施
・寄附継続に向けた
サンクスレターの定
期的な発行及び本会
ホームページや広報
紙等を活用した企
業・法人のPRの実施
・事務事業の見直し
・独自給与体系の導
入検討

令和９年度

・寄附金収入1,000
万円
・運営費の赤字縮減
▲100万円

・企業等による「寄
附付き商品」等本業
を生かした寄附の促
進
・企業・法人による
実践事例の収集・発
信
・キャッシュレス募
金等の仕組みによる
寄附活動の実施
・遺贈寄附促進に向
けた取組（士業等関
係団体との連携促
進、遺贈寄附促進に
向けた終活セミナー
等市民啓発事業の実
施、パンフレットの
作成・配布）の実施
・寄附継続に向けた
サンクスレターの定
期的な発行及び本会
ホームページや広報
紙等を活用した企
業・法人のPRの実施
・事務事業の見直し
・独自給与体系の導
入検討

令和６年度 令和７年度 令和８年度
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取
組
項
目

目
標

取
組
内
容
（

市
）

令和７年度

・市補助金額の精査

・市補助金額の見直
し
・人件費補助の見直
し

令和８年度

・市補助金額の精査

・市補助金額の見直
し
・人件費補助の見直
し

令和６年度

・市補助金額の精査

・市補助金額の見直
し
・人件費補助の見直
し

令和９年度

・市補助金額の精査

・市補助金額の見直
し
・人件費補助の見直
し

市補助金額の精査
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ア　団体概要

千円 千円

　

市派遣 0
市退職
職員 0 市職員 0

市派遣 0
市退職
職員 0 市職員 0

団体名 公益社団法人相模原市シルバー人材センター

嘱託職員

0

本市所管課

2

ホームページ

うち市の出資額

事業内容

１　臨時的かつ短期的な就業(雇用によるものを除く。)又はその他の軽易な業
　務に係る就業(雇用によるものを除く。)を希望する高齢者のために、これら
　の就業を確保し、及び組織的に提供する。
２　臨時的かつ短期的な雇用による就業又はその他の軽易な業務に係る就業
　(雇用によるものに限る。)を希望する高齢者のために、職業紹介事業又は労
　働者派遣事業を行う。
３　高齢者に対し、就業等に必要な知識及び技能の付与を目的とした講習を行
　う。
４　高齢者のための臨時的かつ短期的な就業及びその他の軽易な業務に係る就
　業等を通じて、高齢者の生きがいの充実、福祉の増進及び社会参加の推進を
　図るために必要な事業を行う。
５　前４項に掲げるもののほか、高齢者の多様な就業機会の確保及び地域社
　会、企業等における高齢者の能力の活用を図るために必要な事業を行う。
６　その他目的を達成するために必要な事業を行う。

職員数
R5.4.1時点

6

市覚書職員

12
合　計

20

2
合　計

2
非常勤

18

他法人等の派遣職員 0

合　計

常勤
0

非常勤

0 市の出資率 0.0%基本財産

設立目的

健康で働く意欲を持つ定年退職者等の高年齢者の希望に応じた臨時的かつ短期
的な就業又はその他軽易な業務に係る就業機会を確保し、及びこれらの者に対
して組織的に提供すること等により、高年齢者の生きがいの充実、福祉の増進
並びに社会参加の推進を図り、もって高齢者の能力を生かした活力ある地域社
会づくりに寄与することを目的とする。

https://webc.sjc.ne.jp/sagamisc/index

健康福祉局　地域包括ケア推進部　高齢・障害者福祉課

18
0

法人採用正規職員

理　事 常勤

監　事

所在地 相模原市中央区富士見４丁目３番１号

団体の基本的な特徴

１　高年齢者の任意団体（会員制）であった「相模原市生きがい事業団」が発
　展し、法人格を取得したものである。
２　高年齢者自らが就業を通じて、生きがいや健康保持等を増進するための公
　益社団法人
３　相模原市は、高年齢者のための「生きがい対策事業」の重要な柱として、
　本法人の育成支援に力を注ぎ、当事者参加型の福祉行政を推進するため、密
　接に連携し協力している。

役員数
R5.4.1時点

（１０）公益社団法人相模原市シルバー人材センター
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イ　過去５年間の決算の推移

20.1%

5,450 5,527 5,519 5,517 5,530

当期指定正味財産増減

補助金

管理費

交付金

負担金

公益目的事業比率

収益事業比率

市への財政依存度

160,362

204,143

2,180

53,354

139,647

0

48,529

130,719 115,784

0

委託料除く

経常収益

経常費用

公益目的事業費

収益事業費

管理費

当期経常増減額

収益合計

費用合計

人件費

委託料（指定管理料含む）

貸
借
対
照
表

負債・正味財産合計

市
の
援
助
・
市
費
受
入
状
況

事業費

指定管理関連

基本金

負債合計

資
産

負
債

流動資産

固定資産

資産合計

流動負債

88,359

0

0 0 0

－

1,255,349

1,254,873

476

1,255,349

111,617

204,143

0 0

1,240,078

0 －

62,048 57,326

－

0 0

67,575

78,018

65,799

12

0

60,269 54,496

80,577

1,104,197

86,179

0

1,112,730

1,110,550

2,180

1,112,730

令和元年度 令和４年度令和２年度 令和３年度

1,097,514

1,094,954

2,560

1,097,514

1,241,694

1,242,677

単位：千円

1,226,448

正
味
財
産 75,419

固定負債

117,025

125,108

1,109,799

1,104,197

当期正味財産増加額 476

正味財産合計

5,602

1,254,873 1,094,954

14,336 15,777

1,242,677

1,240,078

2,598476

5,602

1,094,773

当期一般正味財産増減

124,516

1,089,8611,080,407

0 0 0

13,179 13,630 14,547

98.6%98.7%98.7%

122,156

94,743

216,899

0

2,560

0

1,110,550

83,502

200,527

2,180

1,109,799

0

平成30年度

2,598

101,649

62,856

82,19192,309

32,799

72,488

43,296

189,635

120,653

99,571

220,224

82,475

108,388

102,494

64,340

29,142

86,293

60,013

200,527 189,635 220,224 216,899

2,598 2,560

0

5.4% 6.0% 5.4%

81,247

9.1%

113,907 117,853 125,478 121,217

155,889

0

200,191

58,890

198,903

21.0% 21.5% 21.2% 19.5%

0

0

166,916

5,602

0 0

5.6%

0

98.9%98.9%

指
標 人件費率

1.4%1.3%1.3%1.1%1.0%管理費率

0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%

9.5% 11.4% 10.9% 11.2%

5.1%
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ウ　改革の方向性

エ　具体的取組

取
組
項
目

目
標

取
組
内
容
（

市
）

取
組
内
容
（

団
体
）

団体の役割や機能の再整理

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度

役割や機能の再整理

・団体が担うべき役
割や機能、事業の再
整理

・役割や機能、事業
の再整理

引き続き経営効率化に取り組む

外郭団体としての役割や機能を再整理し、より明確にする

既存事業の見直しに取り組む

◎　社会経済情勢の変化により会員数が減少し、会員の平均年齢は上昇していることか
　ら、高年齢者が生きがいを持って働くことができるよう、新たな就業の場の獲得や、
　就業実会員数の増加に向けた取組を推進する。

◎　団体の正規職員について、中途退職者が多い傾向にあることから、職員の定着に向
　けた取組を進める。

◎　少ない人員でも円滑に運営ができるよう人材育成に力を入れるとともに、事務費率
　の改定等による自主財源確保に取り組み、経営の安定化を図る。

◎　市が団体に行っている貸付けについて、利息の徴収について検討するとともに、引
　き続き貸付額の縮減を図る。
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取
組
項
目

目
標

取
組
内
容

随
時

・事業実施３か年計
画に基づく取組の実
施
・メディア等を活用
したセンターの認知
度の向上
・各ブロックの特性
に応じた会員拡大活
動
・女性会員の増強
・会員のモチベー
ションを高めるため
のポイント制度の導
入

・事業実施３か年計
画に基づく取組の実
施
・メディア等を活用
したセンターの認知
度の向上
・各ブロックの特性
に応じた会員拡大活
動
・女性会員の増強
・会員のモチベー
ションを高めるため
のポイント制度の実
施

・次期事業実施３か
年計画に基づく取組
の実施

・次期事業実施３か
年計画に基づく取組
の実施

・あらゆる機会を通じ、積極的なＰＲ活動を行う。
・理事、地区長、班長が一体となって取り組み、イベントへの参加や各地区において年間
を通じ、事業普及啓発活動を実施する
・一人の会員が、一人の会員を紹介することを促進する。
・会員の募集やセンターの事業紹介、会員の就業の様子などを、ホームページや市の広報
紙、SNS等を活用し、積極的な情報発信を行う。
・入会希望者をはじめ、多くの方の目に触れるよう、公共施設等に入会案内を配架する。

会員数の拡大（令和４年度末会員数３，０４８人）

令和６年度

３，０８０人

令和７年度

３，１００人

令和８年度

次期事業実施３か年
計画において定める

令和９年度

次期事業実施３か年
計画において定める
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取
組
項
目

目
標

取
組
内
容

随
　
時

取
組
項
目

目
標

取
組
内
容

１２％
社会情勢を考慮し定
める

令和７年度 令和８年度

令和７年度 令和８年度

・自主的・主体的な
運営を推進するため
改定

・自主的・主体的な
運営を推進する

・次期事業実施３か
年計画に基づく取組
の実施

・次期事業実施３か
年計画に基づく取組
の実施

次期事業実施３か年
計画において定める

・次期事業実施３か
年計画に基づき実施

・他市センターが実施している事業の情報収集と調査・検討・実施
・各地区で行われるイベントや祭典、各種行事に参加してのＰＲ
・日常生活のちょっとした困りごとへのお手伝いを行う相模シルバーそよ風サービス（ワ
ンコインサービス）及びシニアサポート活動（訪問型）の推進
・新たな受託事業拡大の取組について随時検討

事務費率の改定
※事務費…会員への配分金とは別に、諸経費等としてセンターが発注者よ
り徴収するもので、令和５年度の事務費率は受注額の１０パーセント

令和６年度

社会情勢を考慮し定
める

受託事業の拡大
（令和４年度契約金額１０．１億円、稼働(就業)率８１．７％）

令和６年度

令和９年度

契約金額１１億円
稼働(就業)率８７.
５％

・各ブロックの特性
に応じた事業拡大活
動
・薪販売事業等の独
自事業の展開
・神奈川県シルバー
人材センター連合会
と連携した派遣事業
の拡大
・ホームページやイ
ンスタグラムによる
分かりやすく速やか
な情報発信を通じ、
広く市民へのセン
ター活動のアピール
と新規会員及び受託
事業の増加に努める
・会員の知識、経験
等を生かした新規事
業の検討
・就業に結びつく講
習を実施し、未就業
会員の解消に努める

契約金額１１.１億円
稼働(就業)率８８％

・各ブロックの特性
に応じた事業拡大活
動
・薪販売事業等の独
自事業の展開
・神奈川県シルバー
人材センター連合会
と連携した派遣事業
の拡大
・ホームページやイ
ンスタグラムによる
分かりやすく速やか
な情報発信を通じ、
広く市民へのセン
ター活動のアピール
と新規会員及び受託
事業の増加に努める
・会員の知識、経験
等を生かした新規事
業の検討
・就業に結びつく講
習を実施し、未就業
会員の解消に努める

１２％

令和９年度

次期事業実施３か年
計画において定める

・次期事業実施３か
年計画に基づき実施

73



取
組
項
目

目
標

取
組
内
容

取
組
項
目

目
標

取
組
内
容
（

市
）

令和６年度

貸付金額
２，０００万円

・貸付額の縮減に向
けた取組
・市場の貸付金利や
預金金利等を勘案し
た利息の徴収の検討

令和７年度

貸付金額
２，０００万円

・貸付額の縮減に向
けた取組
・市場の貸付金利や
預金金利等を勘案し
た利息の徴収の検討

令和８年度

貸付金額
１，９００万円

・貸付額の縮減に向
けた取組
・市場の貸付金利や
預金金利等を勘案し
た利息の徴収の実施

・良好で魅力ある職
場づくりや就労環境
の充実
・神奈川県シルバー
人材センター連合会
等主催研修への参加

・良好で魅力ある職
場づくりや就労環境
の充実
・神奈川県シルバー
人材センター連合会
等主催研修への参加

・良好で魅力ある職
場づくりや就労環境
の充実
・神奈川県シルバー
人材センター連合会
等主催研修への参加

・良好で魅力ある職
場づくりや就労環境
の充実
・神奈川県シルバー
人材センター連合会
等主催研修への参加

市からの貸付額の縮減（令和４年度２，２００万円）

令和９年度

貸付金額
１，８００万円

・貸付額の縮減に向
けた取組
・市場の貸付金利や
預金金利等を勘案し
た利息の徴収の実施

職員の定着・人材育成

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度

神奈川県シルバー人
材センター連合会等
主催研修への参加

神奈川県シルバー人
材センター連合会等
主催研修への参加

神奈川県シルバー人
材センター連合会等
主催研修への参加

神奈川県シルバー人
材センター連合会等
主催研修への参加
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ア　団体概要

千円 千円

　

市派遣 0
市退職
職員 1 市職員 1

市派遣 0
市退職
職員 0 市職員 0

所在地 相模原市中央区中央２丁目２番１５号

団体の基本的な特徴

１　前身である任意団体の相模原市防災協議会を発展的に解散し、社団法人相
　模原市防災協会として設立した。
２　神奈川県知事からの認定を得て、平成２４年４月１日に公益社団法人へ移
　行した。
３　防火・防災に密接に関係する業界団体で組織されている民間指導型の法人
　で、約１，０００事業所の会員で構成されている。

役員数
R5.4.1時点

http://www.sdpa.or.jp

消防局　消防部　予防課

10合　計

理　事 常勤

法人採用正規職員

監　事

他法人等の派遣職員

11

0
非常勤

2
合　計

1
非常勤

10

73

団体名 公益社団法人相模原市防災協会

嘱託職員

0

本市所管課

2

ホームページ

うち市の出資額 0 市の出資率 0.0%基本財産

設立目的

火災、地震等による災害から相模原市民の生活を守るため、市民及び事業所関
係者の防災意識、防災知識及び行動力の向上並びに防災体制の強化促進に資す
る事業を行うことにより、災害に強いまちづくりを推進し、もって社会公共の
安全及び福祉の向上に寄与することを目的とする。

事業内容
１　防災に関する意識及び知識の普及啓発
２　防災に関する指導育成及び防災体制の強化

職員数
R5.4.1時点

（１１）公益社団法人相模原市防災協会

市覚書職員0 0

合　計

常勤
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イ　過去５年間の決算の推移

補助金

管理費

交付金

負担金

公益目的事業比率

収益事業比率

市への財政依存度

3,354

－ －

22.2%

人件費率 80.1% 84.6% 66.5% 64.3% 64.0%

単位：千円

経常収益

経常費用

公益目的事業費

収益事業費

管理費

当期経常増減額

収益合計

費用合計

令和２年度

59,450

令和元年度

67,32663,032

65,735 64,558

69,305 67,583

30,695 38,992

14,370 7,188

令和３年度

指
標

76.5% 76.3% 51.3% 51.6% 63.7%

0.7% 0.6% 21.6% 24.2% 11.7%

管理費率 23.8% 25.6% 22.7% 20.8%

委託料除く 25.3% 21.8% 21.2% 21.7%

53.2% 54.4% 57.3%

正味財産合計

4,354

69,305

00

7,323 18,410 27,639

－ －

11,320

0

3,354

11,320 11,320 11,320

59,450

14,674 14,674

3,354 3,354

33,218

5,845

0

当期一般正味財産増減

当期指定正味財産増減 0

14,870 15,305

-2,703

458

13,035

65,735 56,385

-6,572

63,032

10,940

貸
借
対
照
表

負債・正味財産合計

当期正味財産増加額

負債合計

固定負債

基本金

固定資産

資産合計

流動負債

流動資産

正
味
財
産

62.3% 70.9%

6,727

0

50,493

596801

13,836

57,986

9,855

44,582

4,354

61,200

11,320

23,895 28,483

0 0 0 0

33,218

56,385

10,940

14,972

27,333

306

27,639

32,912

306

33,218

50,304

7,323

18,019

391

18,410

9,855

14,384 15,021

令和４年度

市
の
援
助
・
市
費
受
入
状
況

事業費

指定管理関連

14,674 14,674

3,354

18,868 16,890委託料（指定管理料含む）

資
産

負
債

-2,703

57,986

64,558

-6,572

平成30年度

4,148

0

人件費

3,116 14,056 23,911

0

67,326

49,082 44,789

6,384

67,583

3,728 3,4624,207

43,281

49,276

4,207

0

0

3,728 3,462

0 0

14,674

29,756

－

13,836

4,148

-6,572 10,940 9,229

0

9,688

-2,703

0

23.3%

61,739

28,911

412 12,169

0

00

0 0 0 0

5,845
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ウ　改革の方向性

エ　具体的取組

取
組
項
目

目
標

取
組
内
容
（

市
）

取
組
内
容
（

団
体
）

・団体が担うべき役
割や機能、事業の再
整理
・効率的・効果的な
組織運営体制の在り
方の検討

・団体が担うべき役
割や機能、事業の再
整理
・効率的・効果的な
組織運営体制の在り
方の検討

・団体が担うべき役
割や機能、事業の再
整理
・効率的・効果的な
組織運営体制の在り
方の検討

・団体が担うべき役
割や機能、事業の再
整理
・効率的・効果的な
組織運営体制の在り
方の方針確定

・役割や機能、事業
の再整理
・効率的・効果的な
組織運営体制の在り
方の検討

・役割や機能、事業
の再整理
・効率的・効果的な
組織運営体制の在り
方の検討

・役割や機能、事業
の再整理
・効率的・効果的な
組織運営体制の在り
方の検討

・役割や機能、事業
の再整理
・効率的・効果的な
組織運営体制の在り
方の方針決定

外郭団体としての意義や使命を検証した上で、役割や機能を再整理し、団体の在り方を
検討する

引き続き経営効率化に取り組む

団体の役割や機能の再整理

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度

・組織運営体制の検
討

・組織運営体制の検
討

・組織運営体制の検
討

・組織運営体制の方
針決定

更なる事業展開に取り組む

◎　団体事務局の規模や財政規模が小さく、社会経済情勢の変化に伴う経営への影響を
　大きく受ける環境にあることから、効率的・効果的な組織運営体制について検討す
　る。

◎　団体の意義や使命を踏まえ、市消防局との役割や機能を再検証し、その結果に応じ
　た必要な見直しや再整理を行う。

◎　市消防局、危機管理局等と連携強化を図り、市民等を対象とする防災訓練の更なる
　推進や防災研修の充実、会員事業所の加入促進に取り組むとともに、対人業務に偏ら
　ない新たな事業展開を検討し、災害や火災による被害を最小限に抑えることができる
　よう団体の特性を生かした防災知識の普及啓発を行う。

◎　団体の管理費率（経常収益に占める管理費の割合）が、他の外郭団体と比較して高
　いことから、その要因を分析し、管理費の削減に向けて取り組む。

◎　事務及び人員体制の効率化や会費の見直し等による自主財源の確保に取り組む。
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取
組
項
目

目
標

取
組
内
容

取
組
項
目

目
標

取
組
内
容

・事務比率の要因分
析
・ＤＸの推進等事務
の効率化の検討
・嘱託職員と常勤臨
時職員の効率的な配
置等の見直し
・経営効率化による
経費節減

・事業収入の増加

・ＤＸの推進等事務
の効率化の検討
・嘱託職員と常勤臨
時職員の効率的な配
置等の見直し
・経営効率化による
経費節減

・事業収入の増加

・ＤＸの推進等事務
の効率化の検討
・嘱託職員と常勤臨
時職員の効率的な配
置等の見直し
・経営効率化による
経費節減

・事業収入の増加

・ＤＸの推進等事務
の効率化の検討
・嘱託職員と常勤臨
時職員の効率的な配
置等の見直し
・経営効率化による
経費節減

事業収入の増加を図るとともに、ＤＸの推進による事務の効率化、効果的
な人員活用等による人件費及び事務経費の削減を行い、管理費率の逓減を
図る。（令和４年度２２．２％）

令和６年度

管理費率22.1％
（令和4年度比

▲0.1％）

令和７年度

管理費率22.0％
（前年度比
▲0.1％）

令和８年度

管理費率21.9％
（前年度比
▲0.1％）

令和９年度

管理費率21.8％
（前年度比
▲0.1％）

事業内容の精査及び研修会事業等の拡大を図り、自主事業を充実させると
ともに、市消防局等との連携を強化し、団体の特性を生かした事業展開を
行う。
（令和４年度新入社員研修参加者５９名、自衛消防隊員研修参加者１３
名）

令和６年度

・新入社員研修参加
者数前年比１０名増
・自衛消防隊員研修
参加者数前年比５名
増
・社会福祉施設等防
火実務研修会参加者
数前年比５名増
・会員のニーズに応
じた事業の充実
・市消防局等との連
携強化

・新入社員研修、自
衛消防隊員研修を年
３回実施
・会員事業所救命講
習会を年６回実施
・近年の災害対策を
踏まえた事業実施
・会員のニーズに対
応した企業講習の実
施
・対人業務に偏らな
い新たな事業展開の
検討

令和７年度

・新入社員研修参加
者数前年比１０名増
・自衛消防隊員研修
参加者数前年比５名
増
・社会福祉施設等防
火実務研修会参加者
数前年比５名増
・会員のニーズに応
じた事業の充実
・市消防局等との連
携強化

・新入社員研修、自
衛消防隊員研修を年
３回実施
・会員事業所救命講
習会を年６回実施
・近年の災害対策を
踏まえた事業実施
・会員のニーズに対
応した企業講習の実
施
・対人業務に偏らな
い新たな事業展開の
検討

令和８年度

・新入社員研修参加
者数前年比１０名増
・自衛消防隊員研修
参加者数前年比５名
増
・社会福祉施設等防
火実務研修会参加者
数前年比５名増
・会員のニーズに応
じた事業の充実
・市消防局等との連
携強化

・新入社員研修、自
衛消防隊員研修を年
３回実施
・会員事業所救命講
習会を年６回実施
・近年の災害対策を
踏まえた事業実施
・会員のニーズに対
応した企業講習の実
施
・対人業務に偏らな
い新たな事業展開の
検討

令和９年度

・新入社員研修参加
者数前年比１０名増
・自衛消防隊員研修
参加者数前年比５名
増
・社会福祉施設等防
火実務研修会参加者
数前年比５名増
・会員のニーズに応
じた事業の充実
・市消防局等との連
携強化

・新入社員研修、自
衛消防隊員研修を年
３回実施
・会員事業所救命講
習会を年６回実施
・近年の災害対策を
踏まえた事業実施
・会員のニーズに対
応した企業講習の実
施
・対人業務に偏らな
い新たな事業展開の
検討
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取
組
項
目

目
標

取
組
内
容

取
組
項
目

目
標

取
組
内
容
（

市
）

取
組
項
目

目
標

取
組
内
容

・広報紙やイベン
ト、ＳＮＳを利用し
た加入促進
・普及啓発物品・防
災用品・消防グッズ
販売の安定運営

令和６年度

市補助金額の精査

・会費収入前年度比
２０千円増
・事業収入前年度比
２０千円増
・加入事業所数前年
度比４増

・広報紙やイベン
ト、ＳＮＳを利用し
た加入促進
・普及啓発物品・防
災用品・消防グッズ
販売の開始

・会員収入前年度比
２０千円増
・事業収入前年度比
２０千円増
・加入事業所数前年
度比４増

・広報紙やイベン
ト、ＳＮＳを利用し
た加入促進
・普及啓発物品・防
災用品・消防グッズ
販売の安定運営

・会費収入前年度比
２０千円増
・事業収入前年度比
３０千円増
・加入事業所数前年
度比４増

・広報紙やイベン
ト、ＳＮＳを利用し
た加入促進
・普及啓発物品・防
災用品・消防グッズ
販売の安定運営

・会費収入前年度比
２０千円増
・事業収入前年度比
３０千円増
・加入事業所数前年
度比４増

・市補助金額の見直
し

・事業収入の増加、
事務経費等の削減を
踏まえた市補助金額
の見直し

・事業収入の増加、
事務経費等の削減を
踏まえた市補助金額
の見直し

・事業収入の増加、
事務経費等の削減を
踏まえた市補助金額
の見直し

・事業収入の増加、
事務経費等の削減を
踏まえた市補助金額
の見直し

令和７年度 令和８年度 令和９年度

自主財源の確保に向け、市内企業等の法人会員の増加を図るとともに、防
火・防災の啓発と併せ、団体のＰＲ活動をあらゆる機会をとらえて実施
し、新規会員加入促進を図るなど、会費収入や自主事業収入を増加させる
ための取組を実施する。（令和４年度末会員数９１８事業所）

・定年延長を踏まえ
た職員の計画的な採
用
・継続雇用の推進

・定年延長を踏まえ
た職員の計画的な採
用
・継続雇用の推進

・定年延長を踏まえ
た職員の計画的な採
用
・継続雇用の推進

・定年延長を踏まえ
た職員の計画的な採
用
・継続雇用の推進

職員の確保

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度

・人材の計画的な採
用

・人材の計画的な採
用

・人材の計画的な採
用

・人材の計画的な採
用

令和６年度

・市補助金額の見直
し

令和７年度

・市補助金額の見直
し

令和８年度

・市補助金額の見直
し

令和９年度
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ア　団体概要

千円 千円

　

市派遣 0
市退職
職員 1 市職員 0

市派遣 0
市退職
職員 0 市職員 0

理　事 常勤 非常勤

22

監　事

法人採用正規職員

他法人等の派遣職員 0
合　計 6

団体名 公益社団法人相模原市観光協会

嘱託職員

0

本市所管課

2

ホームページ

うち市の出資額 0 市の出資率 0.0%基本財産

設立目的
相模原市及び周辺地域の観光事業の推進により、地域社会・文化の健全な発展
及び地域経済の振興に寄与することを目的とする。

事業内容

１　観光に関する調査及び企画並びに情報の収集及び提供
２　観光客の誘致及び滞在支援
３　観光資源の開発及び整備
４　観光物産品及び酒類の紹介・販売
５　観光施設の管理運営
６　観光に関する人材の指導育成
７　地方公共団体及びその他公共的団体から委託される観光関連業務の受託
８　旅行業法に基づく旅行業
９　広告宣伝事業
10  観光関連事業者及び諸機関との連携
11  その他この法人の目的を達成するために必要な事業

職員数
R5.4.1時点

0

0

相模原市緑区橋本６丁目４番１５号Flos橋本３階

団体の基本的な特徴
市民団体や各種関係団体等との協働を軸に、観光施策の実施主体として牽引的
役割を担うとの位置づけの基、都市としてのブランディングが必要な本市にお
いて、シティプロモーションの一翼を担う組織として設立された法人

役員数
R5.4.1時点

https://www.e-sagamihara.com/

所在地

市長公室　観光・シティプロモーション課

（１２）公益社団法人相模原市観光協会

6

市覚書職員

0

23
合　計

常勤 非常勤

2
合　計

1
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イ　過去５年間の決算の推移

7,036

25,215 25,643 33,838 37,310

固定資産

資産合計

54,913

6,484

61,397

24,087

0

17,253

35,861流動資産

正味財産合計

24,087

21,536

0

0

24,834

0
負
債

43,208 42,896 55,374 61,397

17,993

428 8,195 3,472

24,834

0

当期正味財産増加額 947

負債合計

固定負債

基本金

流動負債

0

0

62,948

804

0

150,616

62,729 61,729

17,993

0

42,896

49,113

6,261

55,374

8,195

7,905

43,208

947

35,304

208,384

－ － －

139,745

1,067

140,812

－ － － 149,388

155,348

147,033

8,315

211,875

208,384

3,492

41,892

27,668 28,585 27,415 17,103

経常収益

経常費用

公益目的事業費

収益事業費

管理費

64,495 62,729

26,000

25,740 25,232委託料（指定管理料含む）

－

38,495

負担金

199,018

150,068

211,875

平成30年度

198,194

824

25,420

18,811

単位：千円

199,018

令和元年度 令和４年度令和２年度 令和３年度

155,348

0

0

0

38,114

150,068

428

0 0

147,033

61,120

3,472

0 0

804

17,253

54,076 56,238

153,963

24,842 25,271

0 0 0 0

14,676

24,234 54,524

－ －

6,0000 0 42,000

－ －

38,495 27,415 18,821 18,245

198,194

140,812

35,314 42,908

0

72,769

5,461

41.6% 40.4%

150,616

9.5%

49.0% 39.6%

指
標

管理費率 19.6% 19.0% 17.6% 8.1%

21,536

55,828 60,995

139,745

57,487

548

62,948

35.9% 28.8% 30.7%

45.8%

人件費率 38.4% 37.3%

当期経常増減額

収益合計

費用合計

人件費

当期一般正味財産増減

当期指定正味財産増減

補助金

管理費

交付金

市
の
援
助
・
市
費
受
入
状
況

事業費

指定管理関連

貸
借
対
照
表

負債・正味財産合計

資
産

正
味
財
産

公益目的事業比率

収益事業比率

市への財政依存度

委託料除く

64.1% 58.4% 56.4% 60.9% 47.0%

－ － － 71.7% 77.7%

－ － － 20.1% 12.8%
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ウ　改革の方向性

 

エ　具体的取組

取
組
項
目

目
標

取
組
内
容
（

市
）

取
組
内
容
（

団
体
）

引き続き経営効率化に取り組む

外郭団体としての役割や機能を再整理し、より明確にする

◎　団体と市内各地区の観光協会の役割・機能、在り方を再検証し、その結果に応じた
　必要な見直しや再整理を行う。

◎　引き続き市内各地区の観光協会や観光関連事業者等と連携し一体となって観光振興
　に取り組み、市内のみならず市外からの観光客数の増加を図るとともに、近隣市町村
　の関係団体と連携した広域的な事業展開の更なる充実に向けた取組を検討する。

◎　アンテナショップ（sagamix）の運営については、市の観光等の効果的な情報発信
　という役割を踏まえながら、赤字となっている収支の改善に向け、商品展開の拡充や
　オンラインショップの展開、市外への単発的な出店等外商事業の推進を図るととも
　に、団体として経営効率化に取り組む。

◎　産業機関との連携も図りながら、新たな名産品を生み出すための事業を展開するほ
　か、公益財団法人相模原市スポーツ協会や市ホームタウンチーム等と連携したスポー
　ツツーリズムをはじめとした各種ツーリズムを推進するための事業展開を図る。

◎　市が団体に管理運営を委託している市営キャンプ場について、河川空間のオープン
　化制度の活用等も含め、管理運営の在り方等を整理する。

更なる事業展開に取り組む

・団体が担うべき役
割や機能、事業の再
整理
・団体と市内各地区
の 観光協会の役割・
機能、在り方の再検
証

・団体が担うべき役
割や機能、事業の再
整理
・団体と市内各地区
の 観光協会の役割・
機能、在り方の再検
証

・団体が担うべき役
割や機能、事業の再
整理
・団体と市内各地区
の 観光協会の役割・
機能、在り方の方針
決定

・決定した役割・機
能、在り方に基づく
取組の実施

・役割や機能、事業
の再整理
・団体と市内各地区
の 観光協会の役割・
機能、在り方の再検
証

・役割や機能、事業
の再整理
・団体と市内各地区
の 観光協会の役割・
機能、在り方の再検
証

・役割や機能、事業
の再整理
・団体と市内各地区
の 観光協会の役割・
機能、在り方の方針
決定

・決定した役割・機
能、在り方に基づく
取組の実施

団体の役割や機能の再整理

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度

・登録DMO（又は候
補DMO）を中心とし
た地域づくりの体制
構築

・登録DMO（又は候
補DMO）を中心とし
た地域づくりの体制
構築

・登録DMOを中心と
した地域づくりの方
針決定

・登録DMOを中心と
した地域づくり体制
による事業実施
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取
組
項
目

目
標

取
組
内
容

取
組
項
目

目
標

取
組
内
容

観光関連団体・事業者、近隣市町村等との連携強化による観光振興施策の
展開（令和４年市入込観光客数６，３１８千人）

令和７年度

・新規観光資源・コ
ンテンツ数　2件
・市入込観光客数
9,700千人

・各地区観光協会、
観光関連事業者との
連携強化
・観光マイスターを
始めとする地域の語
り部や匠などとなる
人材の発掘及び観光
関係者等による活用
機会の創出
・観光資源・コンテ
ンツの発掘、磨き上
げ、効果的な魅力発
信
・近隣市町村との広
域連携の継続・充実
及び新たな連携の検
討

令和８年度

・新規観光資源・コ
ンテンツ数　2件
・市入込観光客数
10,800千人

・各地区観光協会、
観光関連事業者との
連携強化
・観光マイスターを
始めとする地域の語
り部や匠などとなる
人材の発掘及び観光
関係者等による活用
機会の創出
・観光資源・コンテ
ンツの発掘、磨き上
げ、効果的な魅力発
信
・近隣市町村との広
域連携の継続・充実
及び新たな連携の実
施

令和９年度

・新規観光資源・コ
ンテンツ数　2件
・市入込観光客数
12,000千人

・各地区観光協会、
観光関連事業者との
連携強化
・観光マイスターを
始めとする地域の語
り部や匠などとなる
人材の発掘及び観光
関係者等による活用
機会の創出
・観光資源・コンテ
ンツの発掘、磨き上
げ、効果的な魅力発
信
・近隣市町村との広
域連携の継続・充実
及び新たな連携の実
施

令和６年度

・新規観光資源・コ
ンテンツ数　2件
・市入込観光客数
8,600千人

・各地区観光協会、
観光関連事業者との
連携強化
・観光マイスターを
始めとする地域の語
り部や匠などとなる
人材の発掘及び観光
関係者等による活用
機会の創出
・観光資源・コンテ
ンツの発掘、磨き上
げ、効果的な魅力発
信
・近隣市町村との広
域連携の継続・充実
及び新たな連携の検
討

アンテナショップ（sagamix）の効率的な経営

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度

・アンテナショップ
の役割を再定義し、
外商等新たな事業展
開を検討　１件
・粗利益　23,500
千円

・検討結果に基づく
新たな事業展開の実
施　１件

・粗利益　24,000
千円

・外商等新たな事業
展開の検討　１件

・粗利益　24,500
千円

・検討結果に基づく
新たな事業展開の実
施　１件

・粗利益　25,000
千円

・売上分析を行うと
ともに、商品展開の
拡充やオンライン
ショップの展開、市
外への単発的な出店
等外商事業の推進に
より、市内産品のPR
促進し、収支を改善
する。

・売上分析を行うと
ともに、商品展開の
拡充やオンライン
ショップの展開、市
外への単発的な出店
等外商事業の推進に
より、市内産品のPR
促進し、収支を改善
する。

・売上分析を行うと
ともに、商品展開の
拡充やオンライン
ショップの展開、市
外への単発的な出店
等外商事業の推進に
より、市内産品のPR
促進し、収支を改善
する。

・売上分析を行うと
ともに、商品展開の
拡充やオンライン
ショップの展開、市
外への単発的な出店
等外商事業の推進に
より、市内産品のPR
促進し、収支を改善
する。
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取
組
項
目

目
標

取
組
内
容

取
組
項
目

目
標

取
組
内
容
（

市
）

取
組
項
目

目
標

取
組
内
容

・マーケティングや
マネタイズ視点も含
めた地域マネジメン
トを担える人材育成
のための
公益社団法人日本観
光振興協会による教
育研修等の継続的な
受講

・マーケティングや
マネタイズ視点も含
めた地域マネジメン
トを担える人材育成
のための
公益社団法人日本観
光振興協会による教
育研修等の継続的な
受講

・マーケティングや
マネタイズ視点も含
めた地域マネジメン
トを担える人材育成
のための
公益社団法人日本観
光振興協会による教
育研修等の継続的な
受講

・マーケティングや
マネタイズ視点も含
めた地域マネジメン
トを担える人材育成
のための
公益社団法人日本観
光振興協会による教
育研修等の継続的な
受講

市営キャンプ場の管理運営の在り方等の整理

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度

・マーケティング人
材の内製化（育成）
に向けた方針・手法
の決定

・データ分析に基づ
いたマーケティング
責任者の配置（育
成）　１名

・マーケティングを
活用した事業提案
（改善策を含む）１
件

・マーケティングを
活用した事業提案
（改善策を含む）１
件

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度

・河川のオープン化
制度の活用等も含め
た管理運営の在り方
等の検討

・河川のオープン化
制度の活用等も含め
た管理運営の在り方
等の方針決定

・方針を踏まえた管
理運営に向けた準備

新たな事業展開

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度

・多様な事業者・団
体と連携した事業の
検討

・多様な事業者・団
体と連携した事業の
検討
・新規事業の実施１
件

・多様な事業者・団
体と連携した事業の
検討
・新規事業の実施１
件

・多様な事業者・団
体と連携した事業の
検討
・新規事業の実施１
件

・新たな魅力ある地
域特産品の開発、販
売促進
・公益財団法人相模
原市スポーツ協会や
市ホームタウンチー
ム等と連携したス
ポーツツーリズム等
の推進に向けた調
査・研究

・新たな魅力ある地
域特産品の開発、販
売促進
・公益財団法人相模
原市スポーツ協会や
市ホームタウンチー
ム等と連携したス
ポーツツーリズム等
の推進に向けた効果
的な事業の検討

・新たな魅力ある地
域特産品の開発、販
売促進
・公益財団法人相模
原市スポーツ協会や
市ホームタウンチー
ム等と連携したス
ポーツツーリズム等
の推進に向けた効果
的な事業の展開

・新たな魅力ある地
域特産品の開発、販
売促進
・公益財団法人相模
原市スポーツ協会や
市ホームタウンチー
ム等と連携したス
ポーツツーリズム等
の推進に向けた効果
的な事業の展開

人材育成の強化

・運営方法や周辺施
設との効果的な連携
を踏まえた方向性の
整理

・管理運営の在り方
について、方針を決
定する

・事業者の選定や施
設の位置付け等の、
在り方に応じた必要
な手続き

・方針を踏まえた管
理運営の実施

・方針を踏まえた管
理運営の実施
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資料 地方自治法(昭和２２年法律第６７号)に基づく関与の根拠及び要件 

 

○地方自治法（以下「法」という。）第２２１条（予算の執行に関する長の調査権等） 

  第３項 普通地方公共団体が出資している法人で政令で定めるもの、普通地方公共団体が借

入金の元金若しくは利子の支払を保証し、又は損失補償を行う等その者のために債務を負

担している法人で政令で定めるもの など 

 

参考 

○法第２４３条の３（財政状況の公表等） 

第２項 法第２２１条第３項の法人について、毎事業年度、政令で定める

その経営状況を説明する書類を作成し、これを次の議会に提出しなけれ

ばならない。 

 

○地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「政令」という。）第１５２条（普通地方 

公共団体の長の調査等の対象となる法人等の範囲） 

第１項 法第２２１条３項に規定する普通地方公共団体が出資している法人 

   ①地方公社及び地方独立行政法人 

   ②資本金、基本金その他これらに準ずるものの２分の１以上を出資している一般社団法人

及び一般財団法人並びに株式会社 

   ③資本金、基本金その他これらに準ずるものの４分の１以上２分の１未満を出資している

一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社のうち条例で定めるもの 

第４項 法第２２１条３項に規定する普通地方公共団体が債務を負担している法人 

   ①資本金、基本金その他これらに準ずるものの２分の１以上を負担している一般社団法人

及び一般財団法人並びに株式会社 

   ②資本金、基本金その他これらに準ずるものの４分の１以上２分の１未満を負担している

一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社のうち条例で定めるもの 

 

参考 

○相模原市予算の執行に関する市長の調査等の対象となる法人を定める

条例（平成２５年相模原市条例第１３号） 

 

 

○法第１９９条第７項（監査委員の監査） 

○法第２５２条の３７第４項（包括外部監査人の監査） 

○法第２５２条の４２第１項（個別外部監査契約に基づく外部監査人の監査） 

   いずれの監査も、補助金、交付金、負担金、貸付金、損失補償、利子補給その他の財政援

助を与えているものや、出資しているもので政令で定めるもの（政令１４０の７で、資本金、

基本金その他これらに準ずるものの４分の１以上を出資している法人を指す）など 
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区

分 
法  人  名 

市出資率 

（％） 

予算執行調査権 

政令152 

自治法に

基づく 

監査 

法199 

法252 の

37 

法252 の

42 

1 項 1 号 1 項 2 号 1 項 3 号 4 項 1 号 

4 項 2 号 

債務負担 

1/4 以

上 

公社 

出資 

1/2 以

上 

出資 

1/4 以

上1/2

未満 

(1) 

（公財）相模原市まち・
みどり公社 

９７．８  ○   ● 

（公財）相模原市民文
化財団 

１００．０  ○   ● 

（社福）相模原市社会
福祉事業団 

１００．０     ● 

（公財）相模原市健康
福祉財団 

４９．７   ○  ● 

（株）さがみはら産業
創造センター 

４７．４   ○  ● 

（公財）相模原市スポ
ーツ協会 

４３．７   ○  ● 

（公財）相模原市勤労
者福祉サービスセンタ
ー 

４０．０   ○  ● 

（公財）相模原市産業
振興財団 

４０．０   ○  ● 

(2) 

（社福）相模原市社会
福祉協議会 

－     ◎ 

（公社）相模原市シル
バー人材センター 

－     ◎ 

（公社）相模原市防災
協会 

－     ◎ 

（公社）相模原市観光
協会 

－     ◎ 

※法に基づく監査欄の●は４分の１以上出資団体、◎は財政援助団体 

 


